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Ⅰ　総 論

昭和６０年（１９８５年）までの１０年間を「国連婦人の十年」と定め、「平和、平等、開発」を目
標とし、女性の地位向上を図るための努力を世界的規模で行うことを決定しました。

国際連合は、「女子に対するあらゆる形態の差別撤廃に関する条約」　（以下「女子差別
撤廃条約」という。）を採択しました。

昭和50年
（1975年）

昭和51年
（1976年）

昭和54年
（1979年）

昭和60年
（1985年）

「国連婦人の十年」最終年に当たるこの年、「国連婦人の十年」ナイロビ世界会議が開催さ
れ、西暦２０００年に向けて各国等が実情等に応じて効果的措置を探る上でのガイドライン
として「婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略」（以下「将来戦略」という。）を採択し
て、引き続き西暦２０００年に向けて「国連婦人の十年」の目標達成のための努力を継承す
ることが決定されました。

平成7年
（1995年）

北京で第４回世界女性会議が開催され、「行動綱領」が採択されました。「行動綱領」で
は、全世界が男女両性間における平和で公正で人間的な世界を創るという目標に向かっ
て、全ての人の緊急かつ集中的な行動が要求されました。

メキシコシティで開催された「国際婦人年世界会議」で「世界行動計画」が採択され、各国
の行動が開始されました。国際連合は、この年を「国際婦人年」と定めました。

平成12年
（2000年）

６月、ニューヨークの国際連合本部で、国連特別総会「女性２０００年会議:２１世紀に向け
ての男女平等・開発・平和」が開催され、男女平等の実現に向けた２１世紀の基本路線と
なる「政治宣言」と、具体策の「成果文書」が採択されました。この中には、あらゆる形態の
暴力から女性を保護する目標や、「家事や育児に男性にも女性と同じ責任を共有するよう
奨励する」など、男性の関与を強める努力目標が盛り込まれました。

平成17年
（2005年）

第４９回国連婦人の地位委員会、通称「北京＋１０」が国連本部（ニューヨーク）で開催さ
れ、「北京宣言及び行動綱領」及び「女性２０００年会議成果文書」を再確認し、これらの完
全実施に向けた一層の取組みを国際社会に求める「宣言」が採択されました。

１２月、インドネシア（ジャカルタ）において、インドネシア政府とESCAP（国連アジア太平洋
地域経済社会委員会）共催により、域内の「ジェンダー主流化」強化を目的とするワーク
ショップが開催され、我が国を含め14か国が参加しました。 この会合では、「ジェンダー主
流化」強化のための提言が採択されました。

平成20年
（2008年）

４月、我が国は、女子差別撤廃条約の実施のためにとった国内措置等に関する第６回報
告を国連へ提出しました。

平成21年
（2009年）

８月、２００８年４月に提出した女子差別撤廃条約実施状況第６回報告に対する女子差別
撤廃委員会の最終見解が公表されました。

１ 世界の動き
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５月、APEC地域の経済発展のためには、女性の新たな経済機会の創出が不可欠である
との認識の下、APEC域内の閣僚、企業の役員級、起業家及び学識経験者など約300名
が一堂に会し、「女性と経済フォーラム2014」が、中華人民共和国・北京において、開催さ
れました。

１２月、家族に優しく、男女平等な社会の創造に一層効果的に貢献するため、2016年11月
にタイで開催する次回フォーラムより、「東アジア男女共同参画担当大臣会合」と「東アジ
ア家族に関する大臣フォーラム」とを統合することが合意されました。

平成22年
（2010年）

３月、第５４回国連婦人の地位委員会(「北京+１５」)が国連本部（ニューヨーク）で開催さ
れ、「北京宣言及び行動綱領」、「女性２０００年会議成果文書」、「北京＋１０宣言」を再確
認し、これらの完全実施に向けた貢献の強化を国際社会に求める「宣言」が採択されまし
た。

７月、国連総会決議において、既存のジェンダー関連4機関を統合し、2011年1月に、新た
な機関が、「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関（UN Women）」と
して発足することが決定されました。

９月、日本で初めてＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）女性リーダーズネットワーク（ＷＬＮ）
会合が開催されました。

平成27年
（2015年）

平成26年
（2014年）

３月、第５９回国連婦人の地位委員会(「北京+２０」)が国連本部（ニューヨーク）で開催さ
れ、北京宣言及び行動網領、第２３回国連特別総会成果文書並びに第４回世界女性会
議１０周年及び１５周年における婦人の地位委員会の宣言を再確認し、２０３０年までに男
女共同参画及び女性のエンパワーメントの完全な実現に向け、努力するという「宣言」が採
択されました。

第３回国連防災世界会議が仙台市で開催され「仙台防災枠組２０１５－２０３０」及び「仙台
宣言」が採択されました。防災の新しい国際的指針の中に、防災投資の重要性、多様なス
テークホルダー（利害関係者）の関与、「より良い復興（Build Back Better）」など日本から
提案した考え方が取り入れられました。

平成25年
（2013年）

６月、インドネシア（バリ）において、APEC女性と経済フォーラムが開催され、「経済の推進
役としての女性」をテーマに、「構造改革」「女性とICT」及び「インフラと人的資源」をサブ
テーマとして、APEC域内で共通して取り組むべき課題について議論が行われました。
フォーラムの結果は「声明」として取りまとめられ、10月のAPEC首脳会合で報告されまし
た。

平成24年
（2012年）

６月、ロシア（サンクトペテルブルク）において、「APEC女性と経済フォーラム」が開催され
ました。このフォーラムは、APECにおける女性と経済に関する取組として、前年サンフラン
シスコで開催された「女性と経済サミット」に引き続き、女性の経済的エンパワーメントを促
進するために、閣僚級で構成するハイレベル政策対話を含む民間と政府が対話を行う会
合として開催されました。

平成23年
（2011年）

９月、アメリカ（サンフランシスコ）において、APECエコノミーにおける女性の経済的エンパ
ワーメントを促進するために、民間セクターと政府セクターが対話を行う初の会合である、
「APEC女性と経済サミット」が開催されました。
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平成29年
（2017年）

９月、「変わりゆく世界における女性の包摂及び経済的エンパワーメントの強化」をテーマ
に、「APEC女性と経済フォーラム2017」がベトナム・フエにて開催されました。

１１月、G7サミットに合わせて開催される関係閣僚会合の一つとして、G7男女共同参画担
当大臣会合2017がイタリア共和国・タオルミーナで初めて開催され、国際社会が直面する
男女共同参画、女性活躍に関する様々な課題について意見交換が行われました。

平成30年
（2018年）

平成31年/
令和元年
（2019年）

３月、第5回国際女性会議WAW！/W20が東京で開催され、8か国の外務大臣を始め、世
界各国から約３０００名が参加。今回の会議では、「WAW！for Diversity」をテーマに議論
がおこなわれ、総理からは、女性活躍推進のための安倍政権の取組と成果が報告されま
した。また、G20大阪サミットにおいては、女子教育を含む女性のエンパワーメントに関し、
取り組む決意が表明されました。

３月、第６３回国連婦人の地位委員会が国連本部（ニューヨーク）で開催され、世界中から
政府官僚やNGO等の非政府代表が参加。委員会期間中は、「ジェンダー平等と女性と少
女のエンパワーメントのための社会保護システム、公共サービスならびに持続可能なイン
フラへのアクセス」を優先テーマに協議等が行われました。

９月、「経済への女性の包摂の推進」をテーマに、「APEC女性と経済フォーラム２０１９」が
チリ・ラ・セレナにて開催されました。

令和２年
（2020年）

4月、国連グテーレス事務総長は、COVID-19の拡がりに関連して、家庭内暴力が増えて
いることを指摘し、各国政府に対し対応を図るよう訴えました。

９月、「経済回復と女性の参画」をテーマに、「APEC女性と経済フォーラム２０２０」がマレー
シアの主催となり、オンラインにて開催されました。

令和３年
（2021年）

３月、第６５回国連婦人の地位委員会が国連本部（ニューヨーク）において、オンラインで
開催され、世界中から政府官僚やNGO等の非政府代表が参加。委員会開催期間中は、
「公共分野における女性の意思決定への参画と暴力の根絶」をテーマに協議が行われま
した。

９月、「新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越える女性の経済的エンパワーメント」を
テーマに、APEC女性と経済フォーラム２０２１がオンラインで開催されました。

平成28年
（2016年）

３月、第６０回国連婦人の地位委員会が国連本部（ニューヨーク）で開催され、世界中から
８０以上の政府閣僚、ＮＧＯ等約４,１００人の非政府代表が参加されました。委員会期間中
は、「女性のエンパワーメントと持続可能な開発の関連性」、「女性及び女児に対するあら
ゆる形態の暴力の撤廃及び防止」をテーマに協議等が行われました。

６月、ＡＰＥＣの地域の経済発展のためには、女性の新たな経済機会の創出が不可欠であ
るとの認識の下、グローバル市場における女性の経済的統合への障壁の突破を主なテー
マに、「女性と経済フォーラム2016」がペルー（リマ）において開催されました。

５月、G７伊勢志摩サミットの首脳会合及び全ての関係閣僚会合において「女性活躍推
進」をアジェンダに設定（ジェンダー主流化）しました。

３月、第６２回国連婦人の地位委員会が国連本部（ニューヨーク）で開催され、世界中から
政府閣僚やＮＧＯ等の非政府代表が参加されました。委員会期間中は、「農山漁村の女
性と女児のジェンダー平等とエンパワーメント達成のための課題と機会」を優先テーマに
協議等がおこわなれました。

９月、「デジタル時代に女性と少女が前進する機会をつかむために」をテーマに、「APEC
女性と経済フォーラム201８」がパプアニューギニア・ポートモレスビーにて開催されました。
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令和４年
（2022年）

３月、第６６回国連女性の地位委員会が国連本部（ニューヨーク）において、対面とオンラ
インのハイブリッド形式で開催され、世界中から閣僚やNGO等が参加。委員会開催期間
中は、「気候変動、環境及び災害リスク削減の政策・プログラムにおけるジェンダー平等と
すべての女性・女児のエンパワーメントの達成」をテーマに協議が行われました。

６月、ドイツ・エルマウにおいてG７サミットが開催され、首脳宣言がとりまとめられました。首
脳宣言では、ジェンダー平等について、独立した項目として３パラグラフにわたって述べら
れ、「ジェンダー格差に関するＧ７ダッシュボード」が新たに承認されました。

令和５年
（2023年）

３月、第６7回国連女性の地位委員会が国連本部（ニューヨーク）において開催されまし
た。世界中から閣僚やNGO等が参加。委員会開催期間中は、「ジェンダー平等と全ての
女性と女児のエンパワーメントの達成のためのイノベーション、技術変革、デジタル時代の
教育」をテーマに、協議等が行われました。

５月、広島県広島市においてＧ７サミットが開催され、首脳宣言がとりまとめられました。
首脳宣言では、ジェンダー平等について、独立した項目として述べられるだけでなく、他
の分野でも言及がされました。

８月、「一層の統合と女性活躍の確立」をテーマに、APEC女性と経済フォーラムがアメリカ
（シアトル）で開催されました。

８月、Ｇ20女性活躍担当大臣会合がインド（ガンディナガル）で開催され、「世代間変革を
先導する女性主導の包括的な開発」を全体のテーマに、９つのテーマ別セッションにて女
性活躍が議論されました。

３月、第６8回国連女性の地位委員会が国連本部（ニューヨーク）において開催されまし
た。世界中から閣僚やNGO等が参加。委員会開催期間中は、「ジェンダー視点からの貧
困撲滅、機構強化、資金動員によるジェンダー平等達成と女性・女児のエンパワーメント
の加速」をテーマに、協議等が行われました。

５月、「女性と女児をＳＴＥAＭに惹き付ける」をテーマに、APEC女性と経済フォーラムがペ
ルーで開催されました。

10月、Ｇ７男女共同参画担当大臣会合がイタリア（マテーラ）で開催され、G7男⼥共同参

画担当大臣共同声明がとりまとめられました。「ジェンダーに基づく暴力の根絶と被害者及

び生存者への支援の強化」及び「女性と女児のエンパワーメント、国家のエンパワーメン
ト：ジェンダー平等を推進するための共同の取組をテーマに議論が行われました。

*STEAMとは　Science（科学）, Technology（技術）, Engineering（工学）, Art（芸術）,
Mathematics（数学）の５つの英単語の頭文字を組み合わせた造語。

令和６年
（2024年）

*
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平成11年
（1999年）

６月、「男女共同参画社会基本法」が公布・施行され、男女共同参画社会の実現が２１世
紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付けられました。

平成13年
（2001年）

５月、婦人問題企画推進本部は、男女共同参画型社会の形成を目指した「西暦２０００年
に向けての新国内行動計画」を採択しました。

昭和55年
（1980年）

男女共同参画社会の実現に向けて総合的、効果的な推進を図るため、内閣総理大臣を
本部長とする男女共同参画推進本部が設置されました。

平成8年
（1996年）

男女共同参画審議会が答申した「男女共同参画ビジョン」に基づいて「男女共同参画２００
０年プラン」が策定され、その中で「男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行等の見
直し」や「女性に対する暴力の根絶」等の新たな課題が示されました。

昭和60年
（1985年）

６月、世界で７２番目の女子差別撤廃条約の批准国となりました。「国籍法」の改正、「雇用
の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関す
る法律」（男女雇用機会均等法）の制定及び労働基準法の改正等が実現しました。

昭和62年
（1987年）

平成12年
（2000年）

女子差別撤廃条約に署名しました。

昭和50年
（1975年）

内閣総理大臣を本部長とする 「婦人問題企画推進本部」が設置され、昭和５２年（１９７７
年）、以後１０年間の我が国の女性問題の課題と施策の方向を明らかにする「国内行動計
画」が策定されました。

平成6年
（1994年）

１月、中央省庁等改革に伴い、内閣府に男女共同参画会議が設置されました。

４月には、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が制定されまし
た。

平成14年
（2002年）

２月、「アフガニスタンの女性支援に関する懇談会」の第１回会合が開催されました。

１０月には、苦情処理・監視専門調査会は「男女共同に関する施策についての苦情の処
理及び人権侵害における被害者救済に関するシステムの充実・強化について」を取りまと
め、男女共同参画会議へ報告しました。

１２月、男女共同参画社会基本法に基づき、「男女共同参画社会基本計画」が策定されま
した。

2 日本の動き
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平成15年
（2003年）

平成21年
（2009年）

６月、仕事と子育ての両立支援を一層進めるため、「育児休業、介護休業等育児又は家
族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（育児・介護休業法）が改正されました。

平成17年
（2005年）

１２月、男女共同参画会議が答申した「男女共同参画基本計画改定に当たっての基本的
な考え方－男女がともに輝く社会へ－」を踏まえ、男女共同参画基本計画（第２次）が改
定されました。

４月、男女共同参画会議では、平成３２年(２０２０年）までに指導的地位に占める女性の割
合を３０％以上にすることや､チャレンジしたい女性が必要とする情報を、いつでも､ほしい
ときに容易に入手できる「チャレンジ･ネットワーク｣の実現を目指すことなどを柱とした『女
性のチャレンジ支援策』を決定しました。

６月、改正育児・介護休業法が原則施行されました。

７月、「第３次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方（答申）」が公表さ
れ、この答申を受け、１２月、「第３次男女共同参画基本計画」が閣議決定されました。

２月、配偶者からの暴力や性暴力の被害者を対象とした電話相談「パープルダイヤル－
性暴力・DV相談電話－」が開設されました。（平成23年2月8日～3月27日）

平成19年
（2007年）

平成18年
（2006年）

３月、子育てをしながら就職を希望している方に対して、子ども連れで来所しやすい環境
を整備し、個々の希望やニーズに応じたきめ細かな就職支援を行うマザーズハローワーク
が全国１２の都市でオープンしました。

平成22年
（2010年）

１２月、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が改正されたことに
伴い、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針
が策定されました。

４月、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（男女雇
用機会均等法）が改正されました。

平成20年
（2008年）

平成23年
（2011年）

平成16年
（2004年）

１月、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が改正されました。

４月には、男女共同参画推進本部において、あらゆる分野における女性の参画を進める
ため、「女性の参画加速プログラム」が決定されました。

平成24年
（2012年）

５月、女性の活躍により経済を活性化するための政府の取組について、各府省間で連携
の上、重点的に取り組むべき事項を整理し、工程表を策定するため、第１回「女性の活躍
による経済活性化を推進する関係閣僚会議」が開催されました。

６月、第２回「女性の活躍による経済活性化を推進する関係閣僚会議」が開催され、「女性
の活躍促進による経済活性化」行動計画（働く「なでしこ」大作戦）が決定されました。
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２月、厚生労働省は「日本再興戦略２０１４」に基づき、女性の登用状況等に関する企業情
報を一元化し、企業の女性活躍に向けた取組を推進することを目的とした「女性の活躍推
進企業データベース」を開設しました。

３月、すべての女性が輝く社会づくり本部において、国の公共調達においてワーク・ライ
フ・バランス等推進企業をより幅広く加点評価することを定めた「女性の活躍推進に向けた
公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」が決定されました。

６月、政府は「女性活躍加速のための重点方針2016」を策定しました。

平成29年
（2017年）

平成28年
（2016年）

１月、内閣府男女共同参画局は、上場企業における役員・管理職への女性の登用、仕事
と生活の両立推進等に関する情報を公表する“女性の活躍「見える化」サイト”を開設しま
した。

１０月、様々な状況に置かれた女性が、自らの希望を実現して輝くことにより、我が国最大
の潜在力である「女性の力」が十分に発揮され、我が国社会の活性化につなげるため、す
べての女性が輝く社会づくり本部が設置されました。

１月、改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法が施行されました。
３月、政府は「働き方改革実行計画」を取りまとめました。

６月、政府は「女性活躍加速のための重点方針2017」を策定しました。また同月、政府は
待機児童解消を目指す「子育て安心プラン」を公表しました。

７月、刑法の一部改正法が施行され、強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等が行わ
れました。

９月、国家公務員の旧姓使用が拡大されました。
１０月、改正育児・介護休業法が施行されました。

平成26年
（2014年）

平成25年
（2013年）

２月、経済産業省と東京証券取引所は共同で「女性の活躍推進」に優れた上場企業を「な
でしこ銘柄」として選定・公表しました。

６月、政府は「日本再興戦略」で女性の力を最大限に活かすことを成長戦略として打ち出
しました。

７月、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法
律」が平成25年7月3日に公布されました。今回の改正によって、生活の本拠を共にする交
際相手からの暴力及びその被害者についても、法の適用対象となりました。

平成27年
（2015年）

７月、「第４次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方（答申）」が公表さ
れ、この答申を受け、１２月、「第４次男女共同参画基本計画」が策定されました。

９月、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（いわゆる女性活躍推進法）
が公布・施行されました。
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平成31年/
令和元年
（2019年）

４月、「働き方改革関連法」が施行されました。

５月、政府は「女性活躍推進法」において、行動計画の策定義務対象拡大・情報公表の
強化等を内容とする法律を成立し、公布しました。

令和2年
（2020年）

６月、政府は、性犯罪・性暴力対策強化のための関係府省会議において、「性犯罪・性暴
力対策の強化の方針」を決定し、令和２年度から４年度までの３年間を集中強化期間に設
定しました。

１１月、「第５次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方（答申）」が公表
され、この答申を受け、１２月、「第５次男女共同参画基本計画」が策定されました。

令和3年
（2021年）

６月、育児・介護休業法が改正されました。（施行：令和４年４月・１０月、令和５年４月）

１１月、政府は「女性活躍・男女共同参画の重点方針」（女性版骨太の方針）の策定に向
けた議論を開始しました。

令和4年
（2022年）

５月、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が成立しました。（施行期日：令
和６年４月１日）

６月、「ＡＶ出演被害防止・救済法」が成立・施行されました。

１０月、「改正介護・育児休業法」が一部施行されました。（産後パパ育休（出生時育児休
業）の創設等）

令和5年
（2023年）

５月、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法
律」が成立しました。（施行期日：令和６年４月１日）

６月、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等
の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する
法律」が成立しました。（施行期日：令和５年７月１３日）

１２月、第５次男女共同参画基本計画の一部変更について、「企業における女性登用の
加速化及びテレワーク」に係る成果目標の設定が閣議決定されました。

令和6年
（2024年）

５月、「育児・介護休業法の一部を改正する法律」が成立しました。（施行：令和６年５月31
日から段階的に施行）

６月、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立しました。（施行：令和６年
10月１日から段階的に施行）

10月、女性差別撤廃条約第９回政府報告審査がジュネーブにて行われ、８年ぶりに日本
への審査が行われました。

平成30年
（2018年）

５月、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が公布・施行されました。ま
た、男女共同参画会議において「男女共同参画・女性活躍の推進に向けた重点取組事
項について」がとりまとめられました。

６月、政府は「女性活躍加速のための重点方針2018」を策定しました。

8



平成7年
（1995年）

３月、「さが女性プラン２１」で推進項目に掲げていた佐賀県立女性センターが開館しまし
た。

平成9年
（1997年）

３月、「さが女性プラン２１」に掲げた各種審議会等の女性委員の登用目標である「２０％以
上」を達成しました。

また同月、佐賀県男女共同参画推進審議会の答申を受けて「佐賀県男女共同参画基本
計画」を策定し、３つの基本方向の下に、１１の重点目標と６９の推進項目を掲げ、平成２２
年（２０１０年）度までの１０年間に、男女共同参画に関する施策を総合的に推進することに
しました。

１０月には、「佐賀県男女共同参画推進条例」を公布・施行し男女共同参画社会の実現に
向けて、県と県民、事業者が一体となって取り組んでいくことにしました。

昭和60年
（1985年）

３月、佐賀県婦人問題対策審議会の提言を踏まえ、「８０年代佐賀県総合計画」の具体的
方策として「佐賀県婦人問題の推進方策」を制定しました。

昭和63年
（1988年）

１１月、新たな社会経済情勢に対応するために策定された「佐賀県長期計画」において、
「男女共同参画の社会づくり」が県政推進の主要施策として位置づけられました。

平成2年
（1990年）

平成元年に実施した県民意識実態調査を踏まえ、この年の２月、佐賀県女性問題審議会
の答申を受けて「さが女性プラン２１」を策定しました。

平成5年
（1993年）

７月、知事を会長とし全庁的な女性施策の推進を図る「佐賀県女性行政推進会議」を設置
し、「女性の施策・方針決定への参画促進要綱」を定めるとともに、「各種審議会・委員会
への女性の登用促進対策」を決定しました。

１２月には、県勢の発展をより確実なものとするため、「佐賀県新総合計画」が策定され、
「男女共同参画型社会の形成」を女性施策の基本方向としました。

８月、県内に居住する男女２０００人を対象に、「男女共同参画社会づくりのための県民意
識調査」を実施しました。その結果、男女とも性別による固定的な役割分担意識が根強い
傾向がみられました。

平成12年
（2000年）

２月、男女共同参画社会づくりをめざす拠点施設として設置した女性センターは、女性の
自主的活動を支援するとともに、女性問題に関する情報及び学習機会等を提供するなど
大きな役割を果たし、入館者が２００万人に達しました。

これまでの同センターを中心として様々な活動や研修会、講習会の開催等を通じて、県民
の男女平等意識や性別による固定的な役割分担意識にも徐々に変化が見られるようにな
り、女性の地位は高くなっていると多くの人が認識するようになりました。

平成13年
（2001年）

3 佐賀県の動き
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平成18年
（2006年）

３月、佐賀県男女共同参画推進審議会の答申を受けて「佐賀県男女共同参画基本計画」
を改定しました。４つの基本方向の下に、１７の重点目標と７９の推進項目で構成、３つの
数値目標を掲げ、平成２２年（２０１０年）度までの５年間に、県民・事業者・各種団体・ＣＳＯ
等の参画や協働により男女共同参画に関する施策を推進することにしました。

また同月、佐賀県男女共同参画推進審議会の承認を受けて、「佐賀県ＤＶ被害者支援基
本計画」を策定しました。４つの基本方向の下に、１９の重点目標、５８の具体的な施策の
方向で構成しています。また、この支援計画にあわせて、被害者の安全を守るための具体
的な対応を整理し、関係機関団体における統一した対応を図る「ＤＶ被害者の安全確保
の指針（ガイドライン）」を策定しました。

平成15年
（2003年）

６月、各種審議会･委員会等への女性委員の登用促進を図るため、「佐賀県男女共同参
画推進会議」において、「政策・方針決定過程への男女の同等な参画推進要綱」及び「各
種審議会･委員会等への女性の登用促進対策」を改正し、女性委員の割合を１８年度まで
に３０％以上にするという目標を決定しました。

平成16年
（2004年）

４月、女性に対する暴力の根絶を図るため、女性に対する暴力の被害者を支援する機
関、団体が連携を強化するとともに、中・長期的課題について検討し、それぞれの機関・
団体が行う事業を総合調整する「佐賀県DV総合対策センター」を県立女性センター「アバ
ンセ」内に設置しました。併せて「佐賀県DV総合対策会議」を設置し、関係機関、団体の
連携強化を図っています。

１０月には、アジア７か国（中国、マレーシア、モンゴル、タイ、韓国、シンガポール、ベトナ
ム）の女性リーダーを招き、佐賀県と参加国の男女共同参画社会形成を実現させることと
同等に地域レベルの交流を通して、人と人とのつながりを深めることを目的に「佐賀アジア
女性フォーラム2004」を開催し、男女共同参画をさらに進めていく必要性を確認した宣言
文を採択しました。

１１月から１２月にかけて、「男女共同参画社会づくりのための佐賀県民意識調査」を実施
しました。調査の結果、「夫は仕事、妻は家庭」という伝統的な性別役割分担意識につい
て、県民のおよそ３人に２人が「反対」と回答するなど、大幅な改善がみられましたが、家庭
での日常的な役割分担については、依然として家事の大半を女性が担っている実態が明
らかになりました。

平成17年
（2005年）

１０月、男女共同参画社会づくりに向けた全県的な取組を推進するため、「佐賀県男女共
同参画推進連携会議」を創設しました。

平成14年
（2002年）

４月、性別による人権侵害の相談や県の男女共同参画施策に対する意見の受付などを行
う「佐賀県男女共同参画推進員」を市に各２名、町村に各１名設置しました。

また同月、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第３条に規定する
「配偶者暴力相談支援センター」の機能を果たすべき施設として、佐賀県立女性センター
を指定し、相談など被害者への支援を強化しました。

１０月には、アジア７か国（中国、マレーシア、モンゴル、タイ、韓国、シンガポール、ベトナ
ム）の女性リーダーを招いて、男女共同参画に関する共通の課題の議論や交流を通して
女性の能力向上、県民意識の高揚及び人・団体相互の連携を図り、男女共同参画社会
の実現に資することを目的として、「佐賀アジア女性フォーラム」を開催しました。
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平成22年
（2010年）

７月、新たな計画策定に先立ち、前年に実施した「男女共同参画社会づくりのための佐賀
県民意識調査」の結果を公表しました。

１月、女性の活躍により、企業の発展及び地域活性化を図るとともに、女性が能力や感性
を発揮し、生き生きと働き続けられる社会づくりを行うことを目的として「女性の大活躍推進
佐賀県会議」が設置されました。

３月、「佐賀県ＤＶ被害者支援基本計画」（第3次計画）を策定しました。性暴力被害者のた
めの相談体制の整備、義務教育における暴力予防教育の推進等を新たに加えました。

９月、内閣府と連携して、もっと女性が活躍できる社会を目指す「輝く女性応援会議in佐
賀」を開催しました。

１０月、「男女共同参画社会づくりのための佐賀県民意識調査」を実施しました。

平成19年
（2007年）

３月、佐賀県男女共同参画基本計画改定を機に、県民をはじめ、県内外の各界、各層の
個人、民間団体、行政機関関係者が一堂に会する連携の場を設け、男女共同参画社会
づくりに向けて、広く気運の醸成を図り、各地域での取組を促進することを目的に「２００７
男女共同参画フォーラムinさが」を開催しました。

また同月、県が一事業者として、県内市町・事業所にさきがけて職場における男女共同参
画を推進するために、「佐賀県職員男女共同参画推進行動計画」を策定しました。

平成23年
（2011年）

３月、「佐賀県男女共同参画基本計画（２０１１－２０１５）」を策定しました。４つの基本方向
の下に、８つの重点目標を定め、４つの数値目標を掲げ、平成２７（２０１５）年度までの５年
間に、県民・事業者・各種団体・ＣＳＯ等の参画や協働により男女共同参画に関する施策
を推進することにしました。

平成21年
（2009年）

３月、「佐賀県ＤＶ被害者支援基本計画」を改定しました。被害者やその子どもへの精神
的・心理的支援のための施策及び若年層に対する啓発教育施策、また、市町の役割を明
確に定め、その取組を促すこと等を新たに加えました。

１１月、「男女共同参画社会づくりのための佐賀県民意識調査」を実施しました。

平成25年
（2013年）

８月、「佐賀県職員男女共同参画推進行動計画（２０１３－２０１６）」を策定しました。職員の
育児・介護への参画促進の取組やセクハラ防止に係る取組の充実・強化を図るとともに、
「男女共同参画の日」の意識づけとして一斉定時退庁に取り組むことにしました。

平成24年
（2012年）

７月、性暴力の被害にあわれた方の、こころと体の早期回復、社会復帰を目指して、きめ
細やかな支援を行う、「性暴力被害者支援モデル事業」を開始しました。

平成28年
（2016年）

３月、「第４次佐賀県男女共同参画基本計画」を策定しました。３つの基本計画の下に、８
つの重点目標を定め、１２つの数値目標を掲げ、平成３２（２０２０）年度までの５年間に、県
民・事業者・各種団体・ＣＳＯ等の参画や協働により男女共同参画に関する施策を推進す
ることにしました。

６月、企業、ＮＰＯ法人での活動、地域活動等様々な分野で、個性や能力を活かして活躍
している女性、又は団体を表彰する佐賀さいこう表彰（女性活躍推進部門）を創設し、１個
人、１企業に贈りました。

平成26年
（2014年）
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平成31年/
令和元年
（2019年）

3月、男女間のあらゆる暴力を許さない、安全で安心して暮らせる社会の実現を目指し、配
偶者からの暴力防止及び被害者等の保護に関する法律（平成26年1月3日付改正施行）
に基づき、第4次「佐賀県DV防止・被害者等支援基本計画」を策定しました。

令和6年
（2024年）

3月、男女間のあらゆる暴力を許さない、安全で安心して暮らせる社会の実現を目指し、配
偶者からの暴力防止及び被害者等の保護に関する法律（平成26年1月3日付改正施行）
に基づき、第5次「佐賀県DV防止・被害者等支援基本計画」を策定しました。

　2月、「男女共同参画社会づくりのための佐賀県民意識調査報告書」を公表しました。
令和2年
（2020年）

令和3年
（2021年）

3月、「第５次佐賀県男女共同参画基本計画」を策定しました。３つの基本計画の下に、９
つの重点目標を定め、８つの数値目標を掲げ、令和７年度（２０２５年度）までの５年間に、
男女双方の視点や、ダイバーシティの更なる推進、災害や感染症に伴う諸問題を念頭に
置いた、男女共同参画に関する施策を推進することにしました。

平成29年
（2017年）

11月、「女性に対する暴力をなくす運動」の一環として全国的に実施される「パープル・ラ
イトアップ」に初めて参加し、佐賀県庁旧館及び県立男女共同参画センター・県立生涯学
習センター（アバンセ）のライトアップを実施しました。
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Ⅱ　佐賀県の男女共同参画の状況
１　人口と世帯

（１）佐賀県の人口

人口の推移と性比

　資料：総務省「国勢調査」　平成23～26年、平成28～令和元、令和3～6年は「佐賀県推計人口」

図表１－２－１　2020年 図表１－２－２　2050年

老年人口（６５歳以上） 千人 老年人口（６５歳以上） 千人

生産年齢人口（１５～６４歳） 千人 生産年齢人口（１５～６４歳） 千人

年少人口（０～１４歳） 千人 年少人口（０～１４歳） 千人

千人 千人

　佐賀県の令和6年10月1日現在の人口は787,675人で、平成26年からの10年間に5.67％減
少しました。男女別にみると女性が413,455人、男性が374,220人であり、女性は男性に比
べて39,235人多く、総人口の52.5％を占めています。

合計 811

249

454

109

244

図表１－１　佐賀県男女別人口の推移(佐賀県）

　　　　資料：総務省「国勢調査」　※不詳補完値による。　（なお、四捨五入をしているため、合計の数字と異なります）
　　　　資料：国立社会保障・人口問題研究所｢都道府県別将来推計人口」（令和5年(2023年)推計）

図表１－２　５歳階級別男女別人口(佐賀県）
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（２）世帯の状況

①一般世帯数

資料：総務省「国勢調査」

②世帯の家族類型

　 資料：総務省「国勢調査」

　佐賀県の令和2年10月1日現在の一般世帯数は311,173世帯で、平成27年からの5年間に
10,164世帯（3.4％）増加しました。
　１世帯当たりの人員は2.51人で、年々減少しているものの、全国(2.21人)と比較する
と0.3人多くなっています。

　世帯の家族類型をみると、平成27年からの5年間で三世代世帯の割合は2.9ポイント減
少し、単独世帯は3.4ポイント増加しています。全国と比較すると、三世代世帯は4.9ポ
イント高く単独世帯は7.7ポイント低くなっています。

図表１－３　世帯数（一般世帯数）、１世帯当たり人員の推移（佐賀県・全国）

注）平成２年及び７年の「三世代世帯」は、｢夫婦、子どもと両親から成る世帯」、｢夫婦、子どもと片親
から成る世帯」および｢夫婦、子どもと親と他の親族から成る世帯」の合計とした。

図表１－４　一般世帯の家族類型別割合（佐賀県・全国）
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①出生の動向

　

図表１－５　出生数･合計特殊出生率の推移（佐賀県･全国）

資料：厚生労働省「人口動態調査」

②婚姻の動向

図表１－６　婚姻件数・婚姻率の推移（佐賀県･全国）

資料：厚生労働省「人口動態調査」

　令和５年の佐賀県の婚姻件数は、2,730組で、前年より221組減少しました。婚姻率(人
口千人対)は3.5で、全国平均の3.9を下回っています。

（３）人口動態

　令和５年の佐賀県の出生数は5,144人（男性2,642人、女性2,502人）で、出生率は6.5（人口千
人対）となっています。また、合計特殊出生率は1.46で、全国の1.20を上回っています。
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２　データで見る「佐賀県の男女共同参画」

（基本方向１）男女共同参画推進の基盤づくり

重点目標（１）男女共同参画について男女双方の意識の形成

① 県民意識調査

資料：佐賀県｢男女共同参画社会づくりのための県民意識調査」

図表１－１　「夫は仕事、妻は家庭」（佐賀県・全国）

                      資料：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査｣（平成9～28年、令和元年）

　佐賀県では、「夫は仕事、妻は家庭」という性別役割分担に賛成する人（賛成、どちらかといえ
ば賛成）が依然として、男性も女性も一定の割合で存在しています。
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0.7
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重点目標（２）幼少期からの男女共同参画について男女双方の意識の形成

①大学・短期大学への進学率の状況

資料：文部科学省｢学校基本調査報告書」（各年度5月1日現在）

資料：文部科学省｢学校基本調査報告書」（各年度5月1日現在）

図表１－３　大学・短期大学への進学率の推移（佐賀県）
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令和５年度の佐賀県の女子の大学等進学率は51.6％で、男子の44.4％を上回っていますが、内訳を
みると、大学（学部）42.2％、短期大学（本科）7.2％となっており、大学（学部）への進学率はあま
り変わりありません。

図表１－２　大学・短期大学への進学率の推移（佐賀県）
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②新規学卒者の就職状況

　資料：文部科学省「学校基本調査報告書」（各年度5月1日現在）

③高等学校学科別生徒数

資料：文部科学省「令和5年学校基本調査報告書」（5月1日現在）

図表１－５　高等学校学科別生徒数（佐賀県）

図表１－４　新規学卒者の就職率の推移（佐賀県）

令和５年度の高等学校学科別生徒数の男女比は、普通科ではほぼ等しく、工業科では男子、家庭・看護・福
祉では女子の割合が高くなっています。

令和５年度の佐賀県の新規学卒者の就職率は、大学卒業女子79.3％、短大卒業女子87.8％、大学卒
業男子58.9％、短大卒業男子67.6％となっています。大学卒業の男女の就職率は、平成9年度以降、一
貫して女子の方が高くなっています。
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（基本方向２）安心・安全に暮らすことができる社会づくり

重点目標（３）男女間のあらゆる暴力の根絶

①佐賀県配偶者暴力相談支援センター及び市町への相談状況

資料：佐賀県男女参画・女性の活躍推進課調べ

資料：佐賀県男女参画・女性の活躍推進課調べ

 図表２－１　佐賀県配偶者暴力相談支援センター及び市町におけるDV相談件数の推移

ＤＶ相談件数について、県の配偶者暴力相談支援センター（佐賀県立男女共同参画センター及び女性
相談支援センター）への相談件数は横ばいですが、市町への相談件数は減少しました。

令和5年度の配偶者暴力相談支援センターにおけるデートＤＶ相談件数は22件で、前年度より8件増加しました。

図表２－２　佐賀県配偶者暴力相談支援センターにおけるデートＤＶ相談件数の推移
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資料：内閣府「配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力が関係する相談件数等の結果について」をもとに作成

図表２－３　配偶者暴力相談支援センターへの相談状況（全国）
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②女性相談支援センターの相談主訴別状況

資料：佐賀県女性相談支援センター調べ

③アバンセ女性総合相談の相談主訴別状況

※（　　）は内数 資料：佐賀県男女参画・女性の活躍推進課調べ

令和５年度にアバンセ女性総合相談で受理した相談件数は5,035件で､そのうちDVに関する相談は587
件、デートＤＶ被害に関する相談は18件です。

※ 令和6年４月１日から『佐賀県婦人相談所』は『佐賀県女性相談支援センター』に
名称変更しました。令和5年以前は、婦人相談所の相談件数等を記載しています。

令和５年度に佐賀県女性相談支援センターで受理した相談件数は460件で､そのうちDVに関する相談は、
「夫等の暴力」が106件で全体の23.0％、「交際相手の暴力」が2件で全体の0.4％を占めています。

図表２－４　女性相談の相談者主訴別調（佐賀県）

図表２－５　女性総合相談の相談者主訴別調（佐賀県）
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④一時保護の状況

　資料：佐賀県女性相談支援センター調べ

（単位：件）

注）前年度未処理人員を含む。 　資料：佐賀県女性相談支援センター調べ

　令和５年度に佐賀県女性相談支援センターで受け付けた一時保護入所者は16人となっています。

図表２－６　一時保護入所者処理件数の推移（佐賀県）

    ※一時保護件数（Ａ）欄の各年度（　）書きは、前年度に一時保護となったものの当該年度中に退所に至らず、
        翌年度も引き続き一時保護を行った件数で、（Ａ）の内数。

　また､一時保護入所の理由について見ると、「夫等の暴力」が最も多く10件、次いで「帰住先なし」が3
件などとなっています。

図表２－７　一時保護入所理由(佐賀県）
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⑤市町の相談窓口の状況

資料：佐賀県男女参画・女性の活躍推進課調べ

⑥ストーカー行為の状況

資料：佐賀県警察本部調べ

図表２－８　市町における女性総合相談窓口の設置状況

　　令和５年度に県内のすべての市町に女性総合相談窓口が設置されました。

　令和５年の佐賀県におけるストーカー事案認知件数は401件となっており、前年に比べ57件増加し
ています。

図表２－９　ストーカー事案認知件数の推移（佐賀県）
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重点目標（４）生涯を通じた男女の健康支援

 ①死因別死亡数
 　令和５年の男女別の死亡原因をみると、男女ともに「悪性新生物＜腫瘍＞」の割合が最も高くなりました。　　

次いで、男性では「心疾患（高血圧性を除く）」（11.8％）が、女性では「老衰」（15.8％）が２番目に割合の

高い死因となりました。

※死因は「死因順位に用いる分類項目」による。 資料：厚生労働省「人口動態調査」

資料：厚生労働省「国民生活基礎調査」

15.8 心疾患(高血圧性を除く） 635 11.8

第３位

1,149 1,525

15.0

脳血管疾患

腎不全

303

　令和４年の佐賀県の子宮がん（子宮頸がん）検診受診率は45.3％、乳がん検診受診率は
50.0％となり、全国の検診受診率を上回りました。

図表２－１１　　子宮がん（子宮頸がん）、乳がん検診受診率（佐賀県・全国）

図表２－１０　　男女別にみた死因別死亡数（佐賀県）（令和５年）
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 ②健診の実施状況

資料：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」

資料：厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」

*特定保健指導…生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く、期待できる方
に対して、専門スタッフ（保健師、管理栄養士など）が生活習慣を見直すサポート。

令和４年度に市町が実施した特定健康診査を受診した方は、男性が98,869人、女性が85,669人
となっています。そのうち、特定保健指導の対象となった方は、男性が23,501人、女性が7,507
人となっています。

*特定健康診査 …生活習慣病の予防のために、対象者（40歳～74歳）の方にメタボリックシンドロームに着目した健診。
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図表2‐12 特定健診の実施状況（佐賀県・性別）
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図表2‐13 特定保健指導の実施状況（佐賀県）
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③健康に関する相談状況

　レディース健康相談（不妊・不育症の相談を除く）では、令和５年度は「妊娠・避妊」に関する相談が
　最も多く、32件の相談がありました。

単位：件

※県内保健福祉事務所及び妊娠ＳＯＳさがで受け付けたレディース健康相談件数（不妊・不育症を除く）
資料：佐賀県こども家庭課調べ

　令和５年度は、不妊の相談が1,363件、不育の相談が120件ありました。

単位：件

※県内保健福祉事務所及び不妊・不育専門相談センター並びに妊娠SOSさがで受け付けた件数
資料：佐賀県こども家庭課調べ

図表２－１４　　レディース健康相談実施状況（不妊・不育症の相談を除く）
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④人口妊娠中絶の状況

資料：厚生労働省「衛生行政報告例」

 ⑤自殺者の状況

資料：佐賀県警察本部調べ

図表２－１６　　人工妊娠中絶件数の推移（佐賀県）

　令和５年の人口妊娠中絶の年代別割合をみると、20代後半（25～29歳）、30代前半（30～34歳）の件
数が増加しています。

　令和５年の自殺者を男女別にみると、女性34人（26.4％)、男性95人（73.6％)となっています。

図表２－１７　　自殺者の推移（佐賀県）
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①高齢者の状況

佐賀県における高齢者人口の推移については、いずれの年齢層でも女性の人数が多くなっており、
　年齢層が高くなるにつれて、女性の割合は一層高くなっています。

資料：佐賀県推計人口（令和5年10月1日）

高齢者の単身世帯数については、男女共に年々増加しています。

資料：総務省「国勢調査」

重点目標（５）生活に困難を抱えたあらゆる人が安心して暮らせる支援と多様性を尊重
　　　　　　　　 する環境の整備

図表２－１８　高齢者の男女別人口と女性の割合（佐賀県）

図表２－１９　男女別高齢単独世帯数の推移（佐賀県）
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②ひとり親世帯の状況

資料：総務省「国勢調査」

図表２－２１　母子・父子家庭年間収入（佐賀県）

資料：佐賀県こども家庭課「ひとり親家庭等実態調査（令和５年）」

1.5 0.20.2

0.1

27年 301,009 6,039

　母子家庭の年間収入は、300万円未満の方が76％を占めている一方、父子家庭の年間収入は、300
万円未満の方が40％となっています。
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　令和２年の「ひとり親世帯」は5,525世帯で､一般世帯に占める割合は1.8％となってお
り、平成27年より低下しています。
　また、ひとり親世帯のうち母子世帯は5,034世帯でひとり親世帯の91.1％を占めています。

(世帯) (％)

図表２－２０　母子世帯数及び父子世帯数の推移(佐賀県・全国）
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③外国人の状況

図表２－２２　外国人人口の推移(佐賀県）

   資料：総務省「国勢調査」

　佐賀県に住む外国人人口は年々増加しており、令和2年10月1日現在で5,940人で、女性は3,474（58.5％）、
男性2,466人（41.5％）となっています。
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重点目標（６）防災・復興における男女共同参画

①地方防災会議への女性参画の状況

資料：佐賀県男女参画・女性の活躍推進課調べ

図表２－２３　地方防災会議の委員に占める女性の割合の推移（佐賀県・全国）

　佐賀県の地方防災会議における女性委員の割合は、令和5年が26.4％で全国より高くなっています。
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（基本方向３）女性が活躍し、男女がともに参画する社会づくり

重点目標（７）女性の活躍推進と男性の意識改革・行動変革

①有業率等の状況

資料：総務省｢令和4年就業構造基本調査」

＊管理的職業従事者（会社役員、管理的公務員等）
資料：総務省「就業構造基本調査」

有業率を年齢階級別にみると、男性は25歳から59歳までのすべての年齢階層で大きな変化は見
られません。女性は「35～39歳」で81.7％と前後の年齢階層（「30～34歳」、「40～44歳」）よ
り若干低くなっています。前回調査（平成29年）から女性の「30～34歳」の有業率が4.7ポイン
ト上昇した一方、「35～39歳」の有業率が0.7ポイントの上昇にとどまり、Ｍ字型の谷は深く
なっています。女性の就業希望率をみると、「35～39歳」で最も高くなっており、就業希望率を
有業率に加えた潜在的有業率では、男性の有業率に近づいています。

図表３－１　年齢階級別有業率（佐賀県）

図表３－２　管理的職業従事者に占める女性の割合（佐賀県・全国）
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（令和6年3月31日現在）

資料：厚生労働省「女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画策定届出状況」

②男女の職業別就業の状況　

注）　不詳補完値による。   資料：総務省「国勢調査」
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図表３－４　職業別就業者割合の推移（佐賀県）

　職業別就業の状況では、女性の「事務従事者」の割合が高いのに対し、男性は、「生産
工程従事者」の割合が高くなっています。

52 255 255 100.0%

図表３－３　女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定状況（佐賀県）
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③男女の賃金格差の状況

注） *事業所規模30人以上

*調査対象事業所は、概ね2～3年ごとに抽出替え（事業所の入れ替え）を行っている。

*平成27年1月に抽出替えを行い、平成30年以降は毎年1月調査の際、抽出替えを行っている。

*男女賃金格差は、男性の賃金を100として算出している。

*令和5年は速報値。それ以外の年は確報値。 資料：県統計分析課「毎月勤労統計調査地方調査」

④パート雇用者の状況

資料：総務省「令和４年就業構造基本調査」

36.6%男女計 347,100 219,900 63.4% 71,100 20.5% 56,100 16.2% 127,200

51.8%

男　性 173,100 136,100 78.6% 9,000 5.2% 28,000 16.2% 37,000 21.4%

(人) (人) (人) (人) (人)

女　性 174,000 83,800 48.2% 62,000 35.6% 28,200 16.2% 90,200

　性別の雇用者総数（役員を除く）に占める非正規雇用者の割合は、女性が51.8％、男性
が21.4％となっています。また、女性の雇用者総数のうち35.6％はパート雇用者となって
います。

図表３－６　雇用者総数（役員を除く）に占めるパート雇用者の割合（佐賀県）
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図表３－５　きまって支給する給与額の男女賃金格差〔常用労働者〕（佐賀県）

　令和5年における佐賀県の常用雇用者の賃金は、事業所規模30人以上では男性の賃金を
100とした時、女性(男女賃金格差)が58.6となっています。
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男女賃金格差 63.7 61.4 62.0 62.1 61.2 61.5 64.2 62.4 61.1 58.6
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出典：内閣府ホームページ「男女共同参画白書　令和５年版」 特－16図　現在の就業形態を選んだ理由（パートタイム）

（https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r05/zentai/html/zuhyo/zuhyo00-16.html）

＜参考＞　男女共同参画白書（令和５年版）　現在の就業形態を選んだ理由（パートタイム）
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重点目標（８）政策・方針決定過程への女性の参画の推進

①女性議員の参画状況

注）各年12月31日現在 資料：総務省「地方公共団体の議員及び長の所属党派別人員調」

注）各年12月31日現在 資料：総務省「地方公共団体の議員及び長の所属党派別人員調」

12.3 366 51 13.9 17.6５年 37 3 8.1 207 33 15.9 122 15

図表３－８　女性議員割合の推移（佐賀県・全国）

10.1 365 41 11.2 15.1

４年 37 2 5.4 209 30 14.4 121 12 9.9 367 44 12.0 15.9

３年 37 2 5.4 209 27 12.9 119 12

9.99.4 121 12 371 34 9.2 14.3

２年 37 2 5.4 209 20 9.6 119 12 10.1 365 34 9.3 14.5

令和元年 37

10.7 375 34 9.1 13.120 9.2 121 13３０年 36 1 2.8 218

2 5.4 213 20

18 8.0 124 12 9.7

２８年 36 1 2.8 222 16 7.2 126 11

２９年 36 1 2.8 225

9.4 387 29 7.5 12.4

389

385 31 8.1 12.9

8.7 384 28 7.3 12.6

26 6.7 11.7

２７年 37 1 2.7 223 16 7.2 127 12

7.0 125 9平成２６年 36 1 2.8 228 7.2

　佐賀県における女性議員の割合については、以前から全国割合を下回っています。県
議会においては、令和５年度以降、女性議員が３人になっています。

図表３－７　地方議会における女性議員の状況（佐賀県・全国）

佐賀県 全国

県議会 市議会 町議会 合計
女性

議員の
割合総数

女性
議員数

女性
議員の
割合

総数
女性

議員数

女性
議員の
割合

総数
女性

議員数

女性
議員の
割合

総数

(％)

16

(％)

女性
議員の
割合

(人) (人) (人) (人) (％) (人) (人) (％) (人) (人)(％)

女性
議員数

2.8 2.7 2.8 2.8 2.8

5.4 5.4 5.4 5.4

8.1
7.0 7.2 7.2 

8.0 
9.2 9.4 9.6 

12.9 
14.4 

15.9 

7.2

9.4
8.7

9.7
10.7

9.9 10.1 10.1 9.9

12.311.7
12.4 12.6 12.9 13.1

14.3 14.5
15.1

15.9

17.6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 ２年 ３年 ４年 ５年

県議会議員（佐賀県） 市議会議員（佐賀県） 町村議会議員（佐賀県） 全国
％
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②県の審議会等における女性の参画状況

注）国のデータについては、各年9月30日現在

注）県のデータについては、各年3月31日現在

資料：内閣府｢国の審議会等における女性委員の参画状況調べ」、佐賀県男女参画・女性の活躍推進課調べ

　佐賀県の各種審議会等における女性委員の割合は、令和5年3月31日現在で40.9％となっています。

     図表３－９　各種審議会等における女性委員の割合の推移（佐賀県・国）

35.4 36.7 37.1 37.4 37.6
39.6 40.7 42.3

43.0 42.1
41.1 42.4 43.1 42.7 42.3 42.9 43.5 42.8
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③県・学校等における管理職への女性の登用状況

注）管理職員は課長級以上 令和6年４月1日時点

注）知事部局、教育委員会、警察本部の合計。教育委員会には小・中・高等学校等の校長・教頭は含まない。

 佐賀県の女性管理職（課長相当職以上）数は、令和5年4月1日現在で60名で、管理職総数の13.4％となっています。

 佐賀県職員の女性管理職の割合は、年々上昇しているものの、国の掲げる目標値30％には達していません。

資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」

図表３－１０　県の管理職の状況（佐賀県）

(人) (人) (％)

部局長・次長
相当職

　　　　　　　(人)

うち女性
女性の
割合

資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」

をもとに佐賀県が作成（https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html）

課長
相当職

　　　　　　　(人)

女性管理職の内訳

全体 445 66 14.8 11 55

管理職総数

図表３－１１　管理職数の推移（佐賀県）
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注）高等学校は全日制と定時制の計 資料：文部科学省｢学校基本調査報告書」（各年度5月1日現在）

また、令和５年度の佐賀県の校長･教頭に占める女性の割合は、義務教育学校教頭が
45.5％と最も高くなっています。

図表３－１２　校長･教頭に占める女性の割合の推移(佐賀県・全国）

22.2 4 30.8

（全国） 4,910 26.7 5,556 31.9 982 11.1 1,773 19.2 35 17.2 95 26.0 475 10.3 873 14.1  323 31.4 557 36.0

1 16.7 5 45.5 4 10.0 2 4.8  2（佐賀県） 39 26.7 58 36.7 11 13.6 19 22.6

28.4 524 34.1

令和5年度

21 12.1 77 24.7 437 9.4 812 13.1 291（全国） 4,658 25.1 5,415 30.8 878 9.9 1,629 17.6

（佐賀県） 38 26.2 59 37.3 5 6.2 17 19.8 2 33.3 1 9.1 2 4.9 1 2.3 1 11.1 4 30.8

令和4年度

25.7 510 33.614 9.5 69 26.5 393 8.4 769 12.3 261（全国） 4,376 23.4 5,283 29.8 777 8.7 1,527 16.4

（佐賀県） 32 22.1 52 32.9 8 9.8 17 19.3 1 16.7 3 27.3 2 4.9 1 2.1 0 0.0 2 15.4

令和3年度

0 0.0 3 23.1

240 23.9 485 32.4

0 0.0 1 7.7

231 23.0 451 30.6

0 0.0 2 15.4

227 22.8 402 27.4

1 11.1 1 7.7

234 23.6 377 25.9

1 11.1 0 0.0

239 24.3 353 24.6

1 12.5 0 0.0

224 23.1 336 23.5

1 12.5 0 0.0

203 21.4 334 23.9

特別支援学校

校長 教頭

数 割合 数 割合

　(人) (％) 　(人) (％)

7.8

（全国） 3,778 19.6 4,645 25.6 612 6.7 1,133 12.0 8 10.0 40 28.0 382 8.1 587 9.4

（佐賀県） 22 15.2 44 27.8 4 4.9 12 13.6 0 0.0 4 33.3 1 2.3 4

30年度

2.3 7 13.0

（全国） 3,774 19.2 4,210 22.7 588 6.3 950 9.9 4 18.2 5 16.1 373 7.8 524 8.3

4 4.8 9 9.7 0 0.0 1 50.0 1

28年度

（佐賀県） 26 17.2 35 21.3

9.1

（全国） 3,813 19.1 4,186 22.3 571 6.1 848 8.7 - - - - 367 7.7 501 8.0

- - - - 2 4.5 5（佐賀県） 29 19.5 32 19.4 5 6.0 10 10.8

27年度

（全国） 3,842 19.1 4,089 21.5 545 - 350 7.35.8 806 8.3 - -

- - - - 2 4.5 7 12.3

- 474 7.5

（佐賀県） 32 21.2 31 19.1 6 7.0 12 12.8

26年度

　(人) (％) 　(人) (％)

高等学校

校長 教頭 校長 教頭 校長 教頭 校長 教頭

数 割合 数 割合

　(人) (％) 　(人) (％) 　(人) (％) 　(人) (％) 　(人) (％)

小学校 中学校 義務教育学校

数 割合 数 割合 数 割合 数 割合 数 割合 数 割合

　(人) (％)

29年度

（佐賀県） 26 17.8 36 22.6 3 3.6 9 10.1 0 0.0 3 30.0 1 2.3 6 11.8

（全国） 3,763 19.3 4,367 23.9 609 6.6 1,021 10.8 3 6.5 19 23.2 374 7.9 575 9.2

令和元年度

（佐賀県） 25 17.2 46 29.1 6 7.3 16 18.2 0 0.0 4 33.3 0 0.0 4 8.0

（全国） 3,930 20.6 4,874 27.0 676 7.4 1,254 13.3 7 7.5 41 25.0 384 8.1 626 10.0

令和2年度

（佐賀県） 30 20.7 54 34.2 5 6.1 15 17.0 0 0.0 4 36.4 1 2.4 2 4.2

（全国） 4,113 21.8 5,080 28.4 682 7.5 1,386 14.8 10 8.1 68 31.8 393 8.4 716 11.4
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④市町における管理職への女性の登用状況

資料：佐賀県男女参画・女性の活躍推進課調べ（令和６年４月１日現在）

資料：佐賀県男女参画・女性の活躍推進課調べ（各年4月1日現在）

　令和6年4月1日現在の佐賀県内の市町における女性管理職（課長級以上）は139名(17.1％)です。
前年から女性管理職の割合が1.1ポイント上昇しました。

16.9

計 815 139 17.1 707 110 15.6

町 171

市 644 108 16.8 553 84 15.2

うち女性 女性の割合 うち女性 女性の割合
(人) (人) (％) (人) (人) (％)

管理職総数
うち一般行政職

管理職総数

図表３－１３　県内市町職員の管理職の状況（佐賀県）

31 18.1 154 26

図表３－１４　県内市町における管理職に占める女性の割合の推移（佐賀県）
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⑤農林業・水産業・商工業における政策・方針決定の場への女性参画状況

図表３－１５　農林業・水産業・商工業における政策・方針決定の場への女性参画状況（佐賀県）

資料：佐賀県産業政策課、生産者支援課、農業経営課調べ

⑥公共的団体への女性の参画

令和6年4月1日現在

※¹平成29年度より佐賀県PTA連合会及び佐賀県高等学校PTA連合会の合計数　※²実館長数

資料：佐賀県まなび課、社会福祉課、長寿社会課、学校教育課調べ

役員総数 会長
うち女性 割合 うち女性

(人) (人) (％) (人) (人)

中小企業団体中央会役員 30 0 0.0

2 7.7 1 0

子ども会連合会（県） 18 1 5.6 1 0

　公共的団体における女性役員の割合は、ＰＴＡ連合会（県）の25.5％が最も高く、子ども
会連合会（県）や公民館は低い状況です。

図表３－１６　公共的団体における女性参画状況（佐賀県）

注）令和6年4月1日現在（農業協同組合役員及び漁業協同組合役員は(沿海地区)役員は令和6年6月末現
在、農業委員は令和6年8月現在）

0

0

民生委員児童委員協議会（県） 15.0 1

公民館連合会（県） 26

0

2 0ＰＴＡ連合会（県）※¹ 47

社会福祉協議会（県） 31 7 22.6 1

老人クラブ連合会（県） 13 1 7.7 1

12 25.5

20 3

公民館館長　※² 118

商工会議所役員（連合会含む）　 220 9 4.1

商工会役員（連合会含む） 443 41 9.3

農業協同組合役員 133 16 12.0

漁業協同組合役員 57 0 0.0

14 11.8 - -

(人) (人) (％)

農業委員 284 37 13.0

役員総数 うち女性の数 女性の割合

　各分野において、女性の委員や役員が少なく、農林業・水産業・商工業の政策・方針決定
の場における女性の参画状況は低くなっています。
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重点目標（９）仕事と家庭・地域生活が両立する環境づくり

①共働き世帯の状況

資料：総務省「国勢調査」(令和２年度）

②保育所等入所定員と入所待機児童数

　令和6年4月1日現在の佐賀県内の保育所等入所定員は24,099人、待機児童数は6人です。

注）各年4月1日現在

注）令和6年は毎月分概数。

注）平成27年から保育所及び幼保連携型認定こども園の合計入所児童数資料：厚生労働省「福祉行政報告例」

　共働き世帯の割合は、佐賀県は全国に比べ高い数値を示しています。

図表３－１７　共働き世帯数の推移（佐賀県・全国）

図３－１８　保育所等入所定員と待機児童数（佐賀県）
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注）各年5月1日現在 資料：佐賀県こども未来課調べ

図３－１９　放課後児童クラブ利用者数と待機児童数（佐賀県）

　令和6年5月1日現在の放課後児童クラブ利用者数は12,401人、待機児童数は152人です。
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③家事関連時間の状況

（単位：分）

注）15歳以上､週全体の平均時間

　　また、家事関連時間とは、2次活動のうち「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の時間

　　1次活動とは､睡眠･食事など生理的に必要な活動

　　2次活動とは､仕事･家事など社会生活を営む上で義務的な性格の強い活動

　　3次活動とは､余暇活動など

資料：総務省「令和3年社会生活基本調査」

（単位：分）

資料：総務省「令和3年社会生活基本調査」

582

全
国

無業者 43 4 2 23 72 695 163

394

有業者 19 1 9 17 46 631 490 320

総数 26 2 7 19 54 649 398

643 484 313

無業者 46 1 2 22 71 704 177 560

451

男
　
性

佐
賀
県

総数 24 2 6 17

無業者 185 6 21 36 248

49 659 404 378

有業者 17 3 7 14 41

360

有業者 128 3 23 31 185 639 514 287
全
国

総数 153 4 22 33 212 662 418

690 299

無業者 169 5 9 33 216 690 297 453

633 536

　佐賀県の女性の１日の家事関連時間をみると、有業者は183分、無業者は216分、総数では
188分となっています。
　また、男性の家事関連時間は、有業者は41分、無業者は71分、総数では49分となってお
り、女性と比べると著しく短い時間となっています。

図表３－２０　 １日の行動時間（佐賀県・全国）

家事関連時間
１次活動 ２次活動 ３次活動

家事 介護・看護 育児 買い物 計

271

女
　
性

佐
賀
県

総数 135 4 19 30 188 657 435 348

有業者 127 3 25 28 183

図表３－２１　６歳未満の子どもがいる夫婦の一日当たりの家事関連時間（佐賀県・全国）

平成23年

平成28年

令和3年

家事関連時間（佐賀県）

買い物介護・看護家事
全国

363

415

352
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173

142

3

1

0

158

208
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30
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114

17
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28
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448

67
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39
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1

6

0

男
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女
性

19

33
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96

95
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④労働時間

※事業所規模30人以上

※平成24年1月、平成27年1月に抽出替えを行い、平成30年以降は毎年１月調査の際、抽出替えを行っている。

※総実労働時間の年換算値については、各月間平均値を12倍し、小数点以下第1位を四捨五入したものである。

資料：厚生労働省「毎月勤労統計調査」

図表３－２２　労働者1人当たり年間総実労働時間（佐賀県・全国）

佐賀県の事業所規模30人以上の事業所における常用労働者１人当たりの年間総実労働時間に
ついて、令和5年は1,716時間となっており、全国平均の1,726時間と比べると10時間短くなっ
ています。
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⑤育児休業の取得状況

注１）調査対象は、常用雇用者規模10人以上の民間事業者から抽出した2,864事業所（有効回答数586事業所）

                                      資料：佐賀県産業人材課「令和5年度佐賀県内企業における人材ニーズ調査報告書」

注２）平成３０年度は調査なし

注１）調査対象は、常用雇用者規模10人以上の民間事業者から抽出した2,864事業所（有効回答数586事業所)
　　　　　　　　　　　　 　　　資料：佐賀県産業人材課「令和5年度佐賀県内企業における人材ニーズ調査報告書」

 令和5年度の女性労働者の育児休業取得率98.7％に対し、男性労働者の育児休業取得率は
28.3％と低くなっています。

　一方、配偶者が出産した男性労働者のうち、育児休業を取得したのは、572人中162人
（28.3％）と増加傾向にはありますが、まだ少ない状況です。

図表３－２４　　育児休業取得状況（佐賀県）

図表３－２３　　育児休業取得状況（佐賀県）

注２）平成３０年度は調査なし
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⑥保育内容の充実状況

資料：佐賀県こども未来課調べ

14

放課後児童クラ
ブ

利用者支援

ファミリー・サ
ポート・センター

乳幼児や小学生等の子育て中
の保護者を会員として、子ども
の預かりなどの援助を受けるこ
とを希望する方と、援助を行うこ
とを希望する方との相互の助け
合う活動に関する連絡、調整を
行う事業

市町 17 17

子育て家庭や妊産婦の困りごと
等に合わせて、幼稚園・保育所
などの施設や、地域の子育て
支援事業を選択して利用できる
ように、情報の提供や支援の紹
介などを行う事業

市町 15

保護者が労働等により昼間家
庭にいない小学校児童に対
し、放課後児童クラブを設置
し、放課後児童健全育成の向
上を図る事業

クラブ
284

(R4.5.1時点）
288

(R5.5.1時点）

乳幼児およびその他保護者が
相互の交流を行う場所を開設
し、子育てについての相談、情
報の提供、助言その他の援助
を行う事業

施設 61 68
地域子育て
支援拠点

 近年の社会情勢の変化による保育ニーズに対応するため､すべての家庭を対象としたさまざ
まな子育て支援の充実が進められています。

190

延長保育

突発的な事情や社会参加、ま
た保護者の心理・身体的負担
軽減のために、保育所等にお
いて一時的に保育を行う事業

施設 180

病児・病後児保
育

図表３－２５　地域子ども子育て支援事業等の実施状況の推移（佐賀県）

子ども・子育て
支援事業

一時預かり

内容 単位

実施箇所数 実施箇所数

令和4年度 令和5年度

仕事と子育てのニーズに対応
するため、保育所及び認定こど
も園等での通常の利用時間以
外の時間に保育を行う事業

施設 291 289

保育所へ通所中の児童等が病
気や病気の回復期において、
自宅での養育を余儀なくされる
期間、当該児童を病院等に付
設された施設等において一時
的に預かる事業

施設 23 22
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⑦介護・看護を理由とした離職の状況

注）前職が非農林業雇用者で過去１年間の離職者

資料：総務省「労働力調査（詳細集計）」より作成

図表３－２６　介護・看護を理由とした離職者数の推移（全国）

　介護・看護を理由とした離職者数は、どの年も女性の離職者数が大きく男性を上回っています。
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重点目標（１）男女共同参画について男女双方の意識の形成
（単位：千円）

R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）

　国が策定する男女共同参画の視点からの広報ガイ
ドラインに基づき公的機関の発行する広報・出版物
について、性別に基づく固定観念にとらわれない表
現とする。

― ― 全部局

　県内全世帯へ配布される「県民だより」等を活用
して、男女共同参画社会づくりの意識啓発を図る。 77,729 85,126 広報広聴課

　各所属に相談員（所属長及び所属長が指定する職
員）を配置し、苦情相談に対応できる体制を整備す
る。

― ―

　県が一事業所として率先して仕事と家庭・地域生
活の両立がしやすい職場を目指す行動計画に基づ
き、環境整備を進める。

― ―

生涯学習センターにおける人材育成事業、学習機会
提供、交流促進事業を通して、県民が生涯のいつで
もまなぶことができ、その成果が活かされる生涯学
習の振興を図る。

56,453 58,222 まなび課

学習機会提供・相談
事業

 県内の生涯学習センターや各市町、公民館、各種
機関や団体等で行われている講座等の学習機会の情
報を効果的に提供する。また、生涯学習に係る相談
を受ける。

生涯学習の交流促進
事業

 県内の生涯学習・社会教育の状況を調査し、情報
を収集する。学習者同士が交流することによってさ
らに生涯学習を深める機会を提供する。

人材育成事業
 生涯学習に携わる人材の育成を目指した学習機会
を提供する。生涯学習関係機関・関係者の課題解決
に向けて男女共同参画の視点に配慮し支援を行う。

　男女共同参画社会基本法の公布・施行日（平成11
年6月23日）を踏まえて定められた男女共同参画週
間（6/23～6/29）において、広報紙「アバンセＮＯ
Ｗ」や「県民だより」等を活用し、啓発の推進を図
るとともに県民への周知を行う。

― ―

　「第５次男女共同参画基本計画」の普及・啓発を
図るためにセミナーを開催するとともに､計画を着
実に遂行するため､県民や企業等へ男女共同参画の
実現に向けた協力等を要請する。

― ―

　有識者や公募により委員を構成し、男女共同参画
基本計画の推進状況の検証、確認、現状の把握、分
析をしてもらい、年次報告として公表する。また、
男女共同参画施策の推進に関して必要な事項につい
ては、意見を聞くなど、連携をとりながら施策を推
進する。

449 449

　県職員の男女共同参画に関する理解を深め、意識
啓発を図るため、研修を行う。
・男女共同参画推進員研修　等

― ―

　会議を通じて男女共同参画に関する情報を提供
し、市町における取組の推進を支援する。 ― ―

　男女共同参画に関する施策の推進状況等を把握
し、県民に報告するとともに、市町及び庁内各課の
事業の指針とする。

― ―

　あらゆる分野での男女共同参画の基本理念の推進
を図り、男女共同参画社会の形成を目指すととも
に、男女間のあらゆる暴力の根絶を目指すため、男
女共同参画センター及びＤＶ総合対策センターにお
いて各種事業を実施する。

106,725 112,639

注予算額が「－」のものは、予算措置がない事業（０予算事業）である。以下同じ。

県職員の男女平等意識
の向上

市町男女共同参画行政
主管課長会議の開催

｢男女共同参画の現状と
施策｣の作成･公表

人事課

男女共同参画センター
及びＤＶ総合対策セン
ター事業

男女参画・女性の
活躍推進課

男女参画・女性の
活躍推進課

（生涯学習セン
ター）

Ⅲ　佐賀県の男女共同参画関連施策の概要

基本方向１　男女共同参画推進の基盤づくり

事業内容　 担当課事業名

広報ガイドラインに基
づく表現

｢県民だより｣等による
広報事業

男女共同参画週間の広
報・啓発

基本計画の普及・啓発

男女共同参画推進審議
会の開催

「特定事業主行動計
画」の推進

生涯学習センター事業

ハラスメント（セクハ
ラ・パワハラ・その他
ハラスメント）相談員
の設置
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R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）
事業内容　 担当課事業名

情報提供事業｢アバ
ンセNOW｣の発行ほか

  男女共同参画センター及び男女参画・女性の活躍
推進課の事業等を効果的にPRし、施設の利用促進を
図るため、「アバンセNOW」を発行する。また、行
政施策等についての情報提供を通じて、男女共同参
画社会についての県民の理解を深める。

図書資料等整備事業
　男女共同参画や男女間の暴力防止に関連する情報
源としての図書資料を利用者に迅速に提供する。

企画相談・コーディ
ネート等

　市町担当者、企業、民間団体、個人等からの男女
共同参画に関する企画の相談に応じ、コーディネー
トすることにより地域での男女共同参画推進の拡が
りを支援していく。

男女共同参画お届け
講座

　地域各種団体において、団体の規模・形態を問わ
ず、要望のあった団体（県民）を対象に、出前講座
で男女共同参画の基本理念について学習する機会を
提供し、男女共同参画社会の形成を促進する。

男女共同参画フォー
ラム

　男女共同参画社会の推進を図ることを目的に、男
女共同参画に関するフォーラムを開催する。

市町男女共同参画 課
担当職員研修（基
礎・実践）

　男女共同参画の行政担当者に、男女共同参画に関
する基本的認識を促すとともに住民一般への啓発普
及を促進する。

男女共同参画セン
ター会議等への参加

　男女共同参画センター等が互いの課題を共有、検
討することにより複雑多様化するニーズに対応する
事業展開を図るとともに、各センター間の連携を深
める。

災害時避難所マニュ
アル作成・情報提供
事業

　県内外で策定されている災害時避難所マニュアル
をもとに、男女共同参画の視点から､市町に対して
災害時避難所マニュアルの作成及び新たに盛り込む
べき事項等について情報提供を行う。

学生への意識啓発事
業

　大学、短期大学の学生に対し、キャリアアップ等
について講演会を開催し、男女共同参画意識の啓発
を図る。

男女共同参画関連イ
ベント情報提供事業

　市町や民間団体が実施する男女共同参画イベント
の情報を収集し、機関誌等で広く情報を提供する。

県民向け講演会

　ＤＶ、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメ
ント、ストーカー行為等、女性に対する暴力の根絶
に向けた社会的気運の醸成を図るため、「女性に対
する暴力をなくす運動」期間（11月12日～25日）に
合わせ、県民を対象とした「女性に対する暴力防止
講演会」を開催する。

（ＤＶ総合対策セ
ンター）

（男女共同参画セ
ンター）
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重点目標（２）幼少期からの男女共同参画について男女双方の意識の形成
（単位：千円）

R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）

生涯学習センターにおける人材育成事業、学習機会
提供、交流促進事業を通して、県民が生涯のいつで
もまなぶことができ、その成果が活かされる生涯学
習の振興を図る。

56,453 58,222 まなび課

学習機会提供・相談
事業

　県内の生涯学習センターや各市町、公民館、各種
機関や団体等で行われている講座等の学習機会の情
報を効果的に提供する。また、生涯学習に係る相談
を受ける。

（生涯学習セン
ター）

　あらゆる分野での男女共同参画の基本理念の推進
を図り、男女共同参画社会の形成を目指すととも
に、男女間のあらゆる暴力の根絶を目指すため、男
女共同参画センター及びＤＶ総合対策センターにお
いて各種事業を実施する。

106,725 112,639
男女参画・女性の

活躍推進課

高校・大学生向けＤ
Ｖ予防教育事業

　県内高等学校及び大学等の生徒・学生を対象に、
各学校において、交際間における暴力（デートＤ
Ｖ）を未然に防止するための講演を実施する。

中学生向けＤＶ予防
教育事業

　県内中学校の生徒を対象に、各学年の発達段階に
応じ、命の教育、暴力の予防、性感染症予防などに
ついての授業を実施する。

小学生向けＤＶ予防
教育事業

　県内の小学校高学年の生徒を対象に、命の教育、
暴力の予防などについての授業を実施する。

　保育の実施に際して、性別などによる固定的な意
識を植え付けることがないよう配慮すること等が盛
り込まれた保育所保育指針等に則った研修が行われ
るよう支援する。

4,000 4,500

　青少年を取り巻く有害な環境の浄化を促進するた
め、関係業界への自粛、自制の協力要請を強化する
とともに、啓発活動を積極的に行い、地域の団体、
住民などによる活動を推進し、支援を行う。

1,450 1,450

　服務関係を中心とした研修の中で、ハラスメント
の防止についての講義及び育児休暇等の男性職員の
取得促進について講義を行う。

－ －

　各学校に相談員（学校長）及び相談窓口担当者
（学校長が指定する職員）を配置し、苦情相談に対
応できる体制を整備する。

－ －

　県立学校の新任校長・教頭等の研修の中で、セク
シャルハラスメントの防止について講話を実施す
る。

73 73
教職員課、

教育センター

　幼稚園新規採用教員を対象に、専門的な知識及び
実践的な保育技術を身につけさせることを目的に実
施。子育て支援に対する男女共同参画の意識啓発と
いう視点での講話を実施する。

234 976

　発達段階に応じた教材や指導方法等の向上を図る
ため、講義や実践発表並び指導案作成等について研
修し、指導者としての資質向上を図る。

－ －

　幼稚園の管理職を対象とした研修会において男女
共同参画や性別役割分担意識解消に関する指導を行
う。

－ －

　県立学校及び市町立の学校で実施される講演会等
に性に関する指導に造詣の深い講師を派遣し、性に
関する指導の充実を図る。

1,288 1,410 保健体育課

私立学校に対し、性教育に係る講師派遣など性に関
する指導に役立つ情報の周知を行う。 － －

法務私学課（私立
中高・専修学校支

援室）

幼稚園教諭、保育教
諭、保育士等を対象と
した研修会

学校教育課

幼稚園新規採用教員研
修事業

性に関する指導支援事
業の周知

新規管理職研修

性に関する指導支援事
業

管理職を対象とした研
修会

事業内容　 担当課

教職員課

保育士や幼稚園教諭、
認定こども園保育教諭
の研修

新規採用教職員研修
（教育振興課主催の新
規採用教職員開校式に
て実施）

学校におけるハラスメ
ント相談員等の設置

こども未来課

（ＤＶ総合対策セ
ンター）

事業名

男女共同参画センター
及びＤＶ総合対策セン
ター事業（再掲）

青少年にとってより良
い社会の環境づくり事
業

生涯学習センター事業
（再掲）
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重点目標（３）男女間のあらゆる暴力の根絶
（単位：千円）

R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）

 教育等の場において、セクシュアル・ハラスメン
トの防止のための取組が進められるよう支援を行
う｡このほか､請負形態など直接雇用関係にない労働
や社会福祉関係等の場においても、今後取組が進め
られるよう支援を行う。

― ― 全部局

　県民総合相談・情報提供窓口「行政の窓口」を設
置し、女性のための各種の情報を提供する。 18,205 18,807 広報広聴課

　さまざまな人権問題の解決に向けた啓発パンフ
レットの作成・配布や啓発パネル・ビデオの貸出を
行う。

618 660

　県民の人権問題に対する正しい理解と認識を深め
るとともに、人権意識の普及高揚を図るため、「ふ
れあい人権フェスタ」を開催する。

3,356 3,356

　高齢者虐待防止について関係機関及び一般県民に
対する広報・啓発に努めるとともに、関係機関への
研修事業を実施することにより、虐待のない地域づ
くりに向けた取組を推進する。

1,604 1,863 長寿社会課

　あらゆる分野での男女共同参画の基本理念の推進
を図り、男女共同参画社会の形成を目指すととも
に、男女間のあらゆる暴力の根絶を目指すため、男
女共同参画センター及びＤＶ総合対策センターにお
いて各種事業を実施する。

106,725 112,639
男女参画・女性の

活躍推進課

ＤＶ総合対策会議

　男女間のあらゆる暴力について、被害者への支援
体制の強化及び暴力の根絶を目的とした事業を総合
的に検討･調整し、事業実施に向けた方針･方策を決
定するため、佐賀県ＤＶ総合対策会議を開催する。

ＤＶ被害者支援市町
連携会議

　市町及び関係機関の連携強化とＤＶ対策のさらな
る充実を図るため、ＤＶ被害者支援市町連携会議を
開催する。

県内ＤＶ被害者支援
民間団体等の活動支
援

　地域におけるＤＶ被害者の支援やＤＶを未然に防
止するための啓発活動等の広がりを支援するため、
県内でＤＶ被害者支援のために活動している民間団
体等に対する活動支援を行う。

ＤＶ関係機関実務者
等研修

　ＤＶ被害者支援に携わる相談員等の支援スキルの
向上のため、事例検討や講義、ワークショップ等に
よる研修を実施する。

市町ＤＶ出張研修

　住民に最も身近な行政機関である市町の職員に、
ＤＶ被害者の心理や加害者対応などＤＶに対する認
識を深めてもらうため、市町の希望に応じ、出張研
修を実施する。

高校・大学生向けＤ
Ｖ予防教育事業（再
掲）

　県内高等学校及び大学等の生徒・学生を対象に、
各学校において、交際間における暴力（デートＤ
Ｖ）を未然に防止するための講演を実施する。

中学生向けＤＶ予防
教育事業（再掲）

　県内中学校の生徒を対象に、各学年の発達段階に
応じ、命の教育、暴力の予防、性感染症予防などに
ついての授業を実施する。

小学生向けＤＶ予防
教育事業（再掲）

　県内の小学校高学年の生徒を対象に、命の教育、
暴力の予防などについての授業を実施する。

県民向け講演会（再
掲）

　県民にＤＶについての理解を深めてもらい、ＤＶ
の根絶に向けた社会的気運の醸成を図るため、県民
を対象とした講演会を開催する。
　ＤＶ、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメ
ント、ストーカー行為等、女性に対する暴力の根絶
に向けた社会的気運の醸成を図るため、「女性に対
する暴力をなくす運動」期間（11月12日～25日）に
合わせ、県民を対象とした講演会を開催する

基本方向２　安全・安心に暮らすことができる社会づくり

事業内容　 担当課事業名

セクシュアル・ハラス
メント防止の取組支援

（ＤＶ総合対策セ
ンター）

県民総合相談・情報提
供事業

男女共同参画センター
及びＤＶ総合対策セン
ター事業（再掲）

通年啓発事業
（R2からは人権啓発セ
ンター事業へ統合）

人権週間事業

人権・同和対策課

高齢者虐待防止事業

5452



R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）
事業内容　 担当課事業名

ＤＶ防止啓発展示

　ＤＶをはじめとする女性に対する暴力についての
理解を深めてもらうため、「女性に対する暴力をな
くす運動」期間に合わせ、啓発パネル等を展示す
る。

ＤＶ予防教育事業等
でのアンケートの実
施、分析

　ＤＶ未然防止教育事業及び予防教育事業の実施前
後に、生徒・学生に対するアンケートを行い、結果
を分析することで、教育効果を把握するとともに、
より予防効果の高い教育プログラムへの改善に役立
てる。

女性のための総合相
談事業

　家庭や職場、地域でのあらゆる問題について、相
談者の問題解決を電話や面接により支援する。

女性のための法律相
談

　ＤＶ、離婚、親権、セクハラ、金銭問題など女性
が抱える問題について、法律の専門家（女性弁護
士）が面接相談に応じ、相談者の問題解決を支援す
る。

女性のためのこころ
の相談

　様々な問題により、精神的な不調を感じている女
性に対して、女性臨床心理士が面接相談に応じ、相
談者の心のケアを図る。

LGBTsに関する相談
　ＬＧＢＴｓに関する相談について、相談員が電話
相談に応じ、相談者の支援を図る

女性のための市町巡
回相談

　相談窓口未設置の市町に対し、定期的に女性総合
相談員を派遣し、住民からの相談に応じる。
　相談窓口設置済みの市町に対し、重篤なＤＶ被害
の相談等、困難なケースが発生した場合等に、相談
員を派遣し、市町の相談員への助言を行う。

性暴力被害者支援事
業

　犯罪被害の中でも、特に潜在化しやすいとされる
性暴力被害者を、急性期から回復に至るまでの中長
期的な支援スキームの開発・実証を行う。

児童・生徒に対する
ＤＶの発見・支援事
業

　平成２４年度に策定した「児童・生徒に対するＤ
Ｖの発見・支援プログラム」を県内小中学校での活
用を促すために、教育事務所単位での各学校の養護
教諭や生徒指導担当教諭等を対象とした研修会を実
施する。

男性のための電話相
談

　男性が抱える家庭や職場、地域などでの様々な悩
みについて、男性臨床心理士が電話及び面談による
相談に応じ、相談者の心のケアを図る。

　青少年を取り巻く有害な環境の浄化を促進するた
め、関係業界への自粛、自制の協力要請を強化する
とともに、啓発活動を積極的に行い、地域の団体、
住民などによる活動を推進し、支援を行う。

1,450 1,450 こども未来課

　困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第
11条、20条に基づく女性相談支援員の活動に要する
経費

182 254

　売春防止法第34条に基づく一時保護所運営費（一
時保護を要する女性及び同伴者に対し、心身の安定
と自立支援を行う）

2,282 2,321

（１）婦人相談所一時保護所処遇費
　　売春防止法第34条、条例：佐賀県婦人相談所設
置条例
（２）一時保護委託（処遇費）
　　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関
する法律

3,698 3,759

　要保護女子等に関する各般の問題につき相談に応
じると共に、要保護女子等及びその家族につき必要
な調査を行いながら支援にあたる。また、ＤＶ被害
者等の自立支援に必要な経費（一時避難施設宿泊費
補助経費）支援を行う。

73 63

　児童虐待に対する関係機関及び一般県民に対する
広報・啓発に努めるとともに、関係機関への研修事
業並びに児童相談所の虐待対応機能の強化を図るこ
とにより、児童虐待の早期発見・適切な援助活動の
強化を図る。

3,089 4,026

こども家庭課、
総合福祉センター

婦人相談所一時保護所
処遇事業

女性相談支援員設置事
業（活動費）

婦人相談所一時保護所
運営事業（事務費）

（ＤＶ総合対策セ
ンター

要保護婦人支援事業

児童虐待対策事業

青少年にとってより良
い社会の環境づくり事
業
（再掲）

53



R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）
事業内容　 担当課事業名

　児童虐待防止に向け、市町が実施する、乳児家庭
全戸訪問事業、養育支援訪問事業、子どもを守る地
域ネットワーク機能強化事業へ補助する。

14,916 17,435
こども家庭課、

総合福祉センター

　被害者の心情や立場に配慮した捜査、相談活動を
着実に推進するとともに､関係機関・団体等との連
携強化を図る。
　また、被害者支援に対する県民の幅広い理解と協
力を得るための広報啓発活動を推進する。

12,258 12,559
警察本部

広報県民課

　ＤＶ対策に関し、関係機関との連携協力を図る。 ― ―

　ＤＶ被害者の保護を行う。 135 177

　ＤＶ被害の防止のための援助を行う。 ― ―

　ＤＶ被害者等からの相談を受理する。 ― ―

　ストーカー規制法の適切な運用を図る。 ― ―

　インターネット等を利用した児童買春・児童ポル
ノ禁止法違反等に対する取締りを強化する。 191 191

　売春事案に対する取締りを推進する。 ― ―
警察本部

生活安全企画課

　性犯罪の被害者の身体には加害者に関する各種資
料が付着していることから、犯人特定に結びつく資
料を迅速確実に採取するために、専用の資機材を用
いた鑑識活動を行うほか、実況見分時に動作再現人
形を使用するなど、被害者の精神的負担を軽減しな
がら捜査の強化を図る。

442 271
警察本部

捜査第一課

　県立学校及び市町立の学校で実施される講演会等
に性に関する指導に造詣の深い講師を派遣し、性に
関する指導の充実を図る。

1,288 1,410 保健体育課

被害者の保護

被害の防止のための援
助

DV被害に関する相談受
理

ＤＶの被害者支援を含
めた被害者支援事業

関係機関との連携協力

警察本部
人身安全・少年課

性に関する指導支援事
業（再掲）

児童買春・児童ポルノ
禁止法に基づく取締り

売春事案に対する取締
りの推進

性犯罪への厳正な対処

児童虐待防止市町支援
事業

ストーカー規制法の適
切な運用

5654



重点目標（４）生涯を通じた男女の健康支援
（単位：千円）

R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）

　全県的な規模のスポーツ・レクリエーションの場
を提供することにより、スポーツ・レクリエーショ
ン活動への参加意欲を喚起し、生涯スポーツの振興
を図る。

1,608 1,608

　総合型地域スポーツクラブ及び同クラブがある市
町との連携を促進することで、スポーツのすそ野拡
大と地域の活性化を図る。

566 350

　妊娠、出産から新生児までの高度専門的医療の効
果的に、安心して子どもを産むことができる環境づ
くりの推進を検討する。

50,831 103,090 医務課

　「第２次佐賀県健康プラン」を推進するため、関
係機関・団体の連携を密にし、推進組織体制の充実
を図る。

770 868

　市町が４０歳以上の住民を対象に実施する健康増
進事業（健康教育・健康相談・健康診査・訪問指導
等）に補助を行う。

26,969 26,631

　がん予防知識の普及・啓発事業を行うことによ
り、がん検診受診者を増加させ、がん死亡者数の減
少を図るとともに、がん患者・家族の支援を行う。

29,414 29,752

　マスメディアを使った集中広報やイベント等での
広報を行い、特定健診やがん検診を受けるきっかけ
づくりを行う。

14,074 14,111

　子宮頸がんの主な要因であるHPV(ヒトパピローマ
ウイルス）の有無を調べる検査について、罹患率が
高い30～44歳の年齢層の検査を無料化する。

33,352 30,888

　エイズ、性感染症に関する啓発事業及び相談事業
を実施する。 2,381 4,258

　あらゆる分野での男女共同参画の基本理念の推進
を図り、男女共同参画社会の形成を目指すととも
に、男女間のあらゆる暴力の根絶を目指すため、男
女共同参画センター及びＤＶ総合対策センターにお
いて各種事業を実施する。

106,725 112,639
男女参画・女性
の活躍推進課

女性のためのこころの
相談（再掲）

　様々な問題により、精神的な不調を感じている女
性に対して、女性臨床心理士が面接相談に応じ、相
談者の心のケアを図る。

男性のための電話相談
（再掲）

　男性が抱える家庭や職場、地域などでの様々な悩
みについて、男性臨床心理士が電話及び面談による
相談に応じ、相談者の心のケアを図る。

　不妊・不育で悩む夫婦等が各々の健康状態やライ
フプランにあった選択ができるように支援する。
 不妊・不育専門相談センターを佐賀中部保健福祉
事務所に設置し、より専門的な相談に対応する。
 夫婦間の人工授精及び生殖補助医療並びに先進医
療に対して、治療費の一部を助成することにより、
不妊治療を受けやすくする。

11,343 9,876

　健康状態に応じ的確に自己管理を行うことができ
るよう知識の普及を図るとともに、気軽に相談する
ことのできる体制を充実させることにより、生涯を
通じた健康の保持増進を図る。

1,309 2,244

こども家庭課

スポーツ課

（ＤＶ総合対策
センター）

健康福祉政策課

担当課事業名

健康アクション佐賀
２１推進事業

事業内容　

不妊の悩み支援事業

思春期からの健康支援事業

男女共同参画センター及び
ＤＶ総合対策センター事業
（再掲）

女性のがん検診受診促進強
化事業

エイズ・特定感染症予防事
業

子宮頸がん撲滅事業

県さわやかスポーツ・レク
リエーション祭の開催

総合型地域スポーツクラブ
の育成・推進

市町健康増進事業

がん予防推進事業

周産期医療対策事業

5755



R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）
担当課事業名 事業内容　

　若年層（特に学生）に県内のワーク・ライフ・バ
ランス優良企業や、その目安となる“くるみん”等
優良企業認定制度を知ってもらい、就職先として選
ばれる県内企業を増やすことで、企業がワーク・ラ
イフ・バランスに取り組む意義や必要性を理解し、
県内全体の底上げ、ワーク・ライフ・バランス取組
に対する機運の醸成を図る。

5,264 2,125 産業人材課

　県立学校及び市町立の学校で実施される講演会等
に性に関する指導に造詣の深い講師を派遣し、性に
関する指導の充実を図る。

1,288 1,410 保健体育課
性に関する指導支援事業
（再掲）

ワーク・ライフ・バランス
推進事業

5856



（単位：千円）

R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）

　外国人に関する総合相談窓口の設置や医療通訳サ
ポーターの派遣、「やさしい日本語」啓発セミナー
等による在住外国人支援事業を通じて、外国人住民
を含む県民が共生できる社会の実現を図る。

26,700 32,168
多文化共生さが

推進課

　障害者文化芸術作品展を開催することにより、障
害者の創作意欲の向上と社会活動への参加を促進
し、障害者福祉の増進と普及啓発を図る。

820 840 文化課

　お年寄りや障がいのある方、子育て・妊娠中の方
など、当事者に配慮した設備やサポートなどやさし
いまちのスタイル（さがすたいる）を備える店舗・
施設を積極的に紹介し、当事者や県民が利用する機
会を増やすことで、互いが理解を深める接点（キッ
カケ）が生まれ、県民ひとりひとりが当たり前のよ
うに、当事者に寄り添い支えあう、誰もが過ごしや
すいまち佐賀県を実現する。

11,529 11,529

　県とともに、人にやさしいまちづくりに取り組む
「さがすたいる倶楽部」の会員を対象に、店舗のバ
リアフリー化や小さな子どもの受入れ環境の整備等
を支援する。

10,000 10,000

　多様な方が交流する機会づくりや、佐賀らしいや
さしさに関する情報を発信・共有することで、さが
すたいるの想いを広め、みんなが自然と支え合い心
地よく過ごせる佐賀県を目指す。

16,590 18,139

　ユニバーサルデザイン(以下「UD」という。)出前
講座やUD作品コンテストを通してUDの考え方を学
び、身のまわりにあるUDの事例に触れ、車いす体験
などを通じて当事者の気持ちに寄り添う心を養うこ
とで、UDへの理解を深め、「障がい」や「介護」、
「子育て」といった垣根を越えて、誰もが暮らしや
すい社会とはなにかの意識づけを行い、すべての
人々が暮らしやすいまちづくりを進めることの大切
さ等について、考える機会を作る。

― ―

　相談窓口を設置し、希望する施設に対し、人にや
さしい建物づくりの視点から、施設改修や備品整
備、人的サービスに関する改善点をアドバイスを行
い、誰もが安心して外出できる暮らしやすいまちづ
くりの推進を図る。

1,472 1,472

 さまざまな人権問題の解決に向けた啓発パンフレッ
トの作成・配布や啓発パネル・ビデオの貸出を行
う。

618 660

　県民の人権問題に対する正しい理解と認識を深め
るとともに、人権意識の普及高揚を図るため、「ふ
れあい人権フェスタ」を開催する。

3,356 3,356

通年啓発事業（再掲）
（R2からは人権啓発セン
ター事業へ統合）

人にやさしい街づくり推進
事業

人にやさしい建物づくりサ
ポート事業

人権週間事業（再掲）

人権・同和対策
課

事業内容　

重点目標（５）生活に困難を抱えたあらゆる人が安心して暮らせる支援と多様性を尊重する環境の整備

担当課事業名

県民協働課

外国人と共に暮らす佐賀県
づくり事業

障害者社会参加推進事業

さがすたいる推進事業

さがすたいるバリアフリー
化補助金
（R5新規）

想いつながるさがすたいる
事業
（R5新規）

5957



R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）
事業内容　 担当課事業名

　資質の高い福祉人材を確保するとともに、これら
の人材の専門的知識・技術及び意欲を高め県民の福
祉ニーズに対応した福祉サービスを提供するための
事業を実施する。

5,793 5,717

 福祉・介護人材の育成支援・就労支援・定着支援に
より福祉人材の確保を図る。

13,550 13,550

 介護従事者の相談窓口の設置や職場を超えた交流会
等を開催することにより介護従事者が安心して働け
る環境を整備する。

3,218 3,218

　認知症性高齢者、知的障害者等判断能力が十分で
はない者が地域において自立した生活が送れるよ
う、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理、書
類の預かりサービス等を行う。

45,623 46,964

　年齢や障害の有無に関わらず、誰もが自然に集
い、住み慣れた地域の中で安心して生活していくこ
とができるよう、様々な福祉サービスを地域住民や
市民社会組織（CSO）、ボランティア等が協働し、支
援していく地域の拠点整備に対し助成する。

0 2,500

　社会福祉法人等の提供する福祉サービスの質を事
業者及び利用者以外の第三者機関が評価し、福祉
サービスの質の向上を図る。

239 272

 生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図る
ため、早期からの支援を実施する環境を整備する。
 なお、本事業の推進により、生活困窮者の社会的、
経済的自立の促進を図る。

189,527 131,467

　老人クラブが行う各種の地域福祉活動事業等に対
して補助する。

20,564 20,564

　単位老人クラブの育成指導及び市町村老人クラブ
連合会が行う活動に対する指導を行う推進員の設置
に対して補助する｡

4,068 4,068

　長寿社会振興財団が行う高齢者の生きがいと健康
づくりを支援する。

38,698 38,311

　在宅生活の拠点施設として、介護の実習、福祉用
具を利用した体験学習等を通して高齢者等の在宅生
活における自立の支援、介護知識・技術の向上等を
図る。

30,108 30,108

　認知症対応型共同生活介護事業所等の管理者等を
対象に、認知症高齢者介護に関する基礎知識に加え
て、職員配置や勤務体制、管理者の役割など介護
サービス事業所を管理運営していくための知識・技
術を取得する研修を実施することにより、サービス
の質の確保と向上を図る。

507 706

　認知症の方とその家族が住み慣れた地域で安心し
て生活を継続できるよう、認知症に対する理解と受
診の促進、認知症の方への地域での生活や家族の支
援の強化を図るための普及啓発等を実施する。

4,104 4,237

　若年性認知症に関する相談や医療・福祉・就労の
総合的な支援など、一人ひとりの状態やその変化に
応じた適切な支援体制を構築するため「若年性認知
症支援センター」を設置する。

4,527 4,526

在宅生活サポートセンター
運営費

福祉人材センター運営事業

生活困窮者自立支援事業

地域共生ステーション（宅
老所・ぬくもいホーム）推
進事業

福祉サービス第三者評価推
進事業

認知症・高齢者安心サポー
ト事業

老人クラブ活動推進員設置
事業

明るい長寿社会づくり推進
事業

福祉介護人材確保支援事業

認知症対応型サービス管理
者等研修

若年性認知症支援センター
設置事業

老人クラブ助成事業

日常生活自立支援事業

明るい職場づくり推進事業

社会福祉課

長寿社会課

6058



R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）
事業内容　 担当課事業名

　高齢者虐待防止について関係機関及び一般県民に
対する広報・啓発に努めるとともに、関係機関への
研修事業を実施することにより、虐待のない地域づ
くりに向けた取組を推進する。

1,604 1,863 長寿社会課

　障害者月間の取組、課外授業等の障害（者）理解
啓発の促進に向けた事業の実施、障害者差別解消の
促進に向けた県民への周知や相談体制の整備、地域
協議会の設置等を行う。

10,446 7,363

　障害者虐待対応の窓口となる権利擁護センターの
設置や障害福祉サービス事業所等に対する障害者虐
待防止に関する普及啓発等を実施する。

706 856

　障害者の生活の質を高め、社会参加を促進するた
め、障害者のICT活用能力を向上させる事業（ICT教
室、ICTボランティア養成・派遣、障害者ICTサポー
トセンター運営等）を実施する。

13,240 13,477

　ITの基礎技術などを習得する短期間（3ヶ月)の訓
練を実施する。
　事業所等において実践能力を習得する短期間(3ヶ
月)の訓練を実施する。

5,496 14,911
障害福祉課

(就労支援室）

　国において掲げられた女性の活躍推進にかかる取
組を佐賀県において実施するために、経済界が中心
となり「女性の活躍推進佐賀県会議」を立ち上げ
た。当会議の事務局用務を行うことで、女性の活躍
推進の取組の活性化を図る。

9,343 9,734

　あらゆる分野での男女共同参画の基本理念の推進
を図り、男女共同参画社会の形成を目指すととも
に、男女間のあらゆる暴力の根絶を目指すため、男
女共同参画センター及びＤＶ総合対策センターにお
いて各種事業を実施する。

106,725 112,639

企画相談・コーディネー
ト等（再掲）

　市町担当者、企業、民間団体、個人等からの男女
共同参画に関する企画の相談に応じ、コーディネー
トすることにより地域での男女共同参画推進の拡が
りを支援していく。

男女共同参画お届け講座
（再掲）

　地域各種団体において、団体の規模・形態を問わ
ず、要望のあった団体（県民）を対象に、出前講座
で男女共同参画の基本理念について学習する機会を
提供し、男女共同参画社会の形成を促進する。

　母子家庭等の生活安定とその児童の福祉の向上を
図るために、事業開始資金、生活資金、児童の高
校・大学への修学資金等を貸し付ける。

28,581 31,316

7,951 7,951

2,714 2,714

2,706 2,706

　父母の離婚等により父又は母と生計を同じくして
いない児童を養育している父又は母等に対し、児童
扶養手当を支給し、その生活の安定を図ることによ
り児童の福祉の増進を図る。

564,548 627,295

　母子家庭等の抱える生活上の悩みや問題に対して
母子・父子自立支援員が相談・指導を実施すること
により、その福祉の向上を図る。

602 878

障害者理解啓発事業

障害者虐待防止対策支援事
業

こども家庭課

女性の活躍推進佐賀県会議

公共職業訓練（障害者）
（委託訓練）

障害福祉課

高齢者虐待防止事業（再
掲）

男女共同参画センター及び
ＤＶ総合対策センター事業
（再掲）

母子自立支援プログラム策
定事業

児童扶養手当

母子・父子自立支援員によ
る相談事業

母子家庭等就業・自立支援
センター事業

ひとり親家庭等相談支援事
業

母子父子寡婦福祉資金貸付
事業

男女参画・女性
の活躍推進課

　母子家庭等に対する就業相談、訪問介護員資格等
の講習会及び養育費等に関する法律相談並びに就労
促進相談会を実施する。

　ひとり親家庭及び寡婦に対する就業相談事業、就
業支援講習会事業、母子家庭、寡婦及び父子家庭に
対する特別相談事業並びに関係機関による合同検討
会議を実施し、母子家庭等の自立支援を図る。

（男女共同参画
センター）

ホッとコミュニケーション
事業

6159



R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）
事業内容　 担当課事業名

　市町が実施するひとり親家庭の親及び児童等への
医療費助成事業に対し補助金を交付することによ
り、母子家庭等の福祉の向上を図る。

263,113 222,366

　しつけ、育児、健康管理に関する講座を県内各地
で開講し、母子家庭等の福祉の向上を図る。

993 993

　母子家庭の母等が修学、就職活動、疾病等の事由
により、一時的に介護・保育等のサービスが必要な
場合に、介護人等を派遣し、その福祉の増進に資す
る。 1,170 1,170

　母子家庭等に対する自立支援策を総合的かつ計画
的に推進するため、地域の実情に応じた「ひとり親
家庭等自立促進計画（仮称）」を策定する

7,439 0

　ひとり親家庭の親の資格取得のための技能訓練受
講中の生活の安定を図るため、1年以上(令和3年度は
6月以上）養成機関で修業する場合に一定期間促進費
を支給し、生活費の負担を軽減する。

9,719 15,718

　母子家庭の母の職業能力の開発を図るため、予め
指定した職業能力の開発のための講座を受講し職業
能力の開発を自主的に行う者に対して給付金を支給
する。 198 198

　若年層（特に学生）に県内のワーク・ライフ・バ
ランス優良企業や、その目安となる“くるみん”等
優良企業認定制度を知ってもらい、就職先として選
ばれる県内企業を増やすことで、企業がワーク・ラ
イフ・バランスに取り組む意義や必要性を理解し、
県内全体の底上げ、ワーク・ライフ・バランス取組
に対する機運の醸成を図る。

5,264 2,125

　産学官が一体となり、県内企業認知度向上等によ
り、人材確保を推進する取組。県内での就職希望者
者向けの就職情報サイト「さがジョブナビ」の運
営・管理や県内高校生や保護者を対象とした合同企
業説明会、企業と就職者とのマッチング支援事業、
県内企業と学生の交流会、Uターン就職活動交通費支
援等を実施する。

104,018 121,184

　ITや介護の基礎技術などを習得する短期間の職業
訓練等を実施する。

213,839 348,425

　学生を含めた概ね45歳未満の求職者に対し、職業
適性診断、書類添削・面接指導、各種セミナーの開
催、職場定着等の職業支援を行う。
併せて、併設するヤングハローワークと一体的な運
営を行い、総合的な就職支援サービスを提供する。

74,850 87,925

こども家庭課

母子家庭等日常生活支援事
業

若年者就職支援事業＜ジョ
ブカフェSAGA＞

産業人材課

ワーク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

公共職業訓練（離転職者）
（委託訓練）

母子家庭等高等職業訓練促
進給付金事業

母子家庭自立支援教育訓練
給付金事業

ひとり親家庭等医療費助成
事業

母子家庭等生活支援講習会
事業

産業人材確保プロジェクト
の拡充と推進

ひとり親家庭等自立促進計
画策定事業

6260



（単位：千円）

R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）

　県内外で策定されている災害時避難所マニュアル
をもとに、男女共同参画の視点から､市町に対して災
害時避難所マニュアルの作成及び新たに盛り込むべ
き事項等について情報提供を行う。

（男女共同参画
センター）

重点目標（６）防災・復興における男女共同参画の推進

事業名 事業内容　 担当課

災害時避難所マニュアル作
成・情報提供事業（再掲）

6361



重点目標（７）女性の活躍推進と男性の意識改革・行動変革
（単位：千円）

R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）

　若い時期からの研修等を通じて能力の開発、人材
養成に努めることにより、女性職員の職域の拡大等
に資する。

― ― 全部局

　中堅幹部職員として必要な施策形成能力及び行政
管理能力の習得を図るため、女性職員を自治大学校
へ派遣する。

566 303

　管理職に求められるリーダーシップやチームマネ
ジメント等の能力開発・向上を図るため、女性職員
を、民間や特定非営利法人が主催する女性リーダー
育成のための短期集中講座等に派遣します。

864 870

　近年の情報通信技術の発達を踏まえ、県民へのわ
かりやすい説明や迅速な対応など行政サービスの質
の向上、災害時等の対応、業務効率化等を図るた
め、テレワークを推進する。
 また、テレワークを推進することにより、仕事と
生活の調和を実現していく。

99,178 81,367
行政デジタル

推進課

　女性職員を対象とした、女性特有のキャリア開発
手法等を学ぶ「女性職員キャリアデザイン研修」を
実施する。

255 － 自治修習所

生涯学習センターにおける人材育成事業、学習機会
提供、交流促進事業を通して、県民が生涯のいつで
もまなぶことができ、その成果が活かされる生涯学
習の振興を図る。

56,453 58,222 まなび課

生涯学習の交流促進
事業

　県内の生涯学習・社会教育の状況を調査し、情報
を収集する。学習者同士が交流することによってさ
らに生涯学習を深める機会を提供する。

学習機会提供・相談
事業

　県内の生涯学習センターや各市町、公民館、各種
機関や団体等で行われている講座等の学習機会の情
報を効果的に提供する。また、生涯学習に係る相談
を受ける。

　妻の妊娠期（マイナス１歳期）からの意識啓発が
特に重要であることから、マイナス１歳の時期に家
庭におけるカジ育児のあり方をみなすためのセミ
ナーの開催及び父子手帳の作成・配布、当該事業PR
を行い、夫婦ともに家事・育児に携わる関係性を構
築する。

5,054 2,509

　国において掲げられた女性の活躍推進にかかる取
組を佐賀県において実施するために、経済界が中心
となり「女性の活躍推進佐賀県会議」を立ち上げ
た。当会議の事務局用務を行うことで、女性の活躍
推進の取組の活性化を図る。

9,343 9,734

　県内企業における女性活躍の推進を図るため、女
性が働きやすい就業環境整備に対し補助金を交付す
ることで、県内事業所における女性活躍を推進す
る。

2,900 ―

　あらゆる分野での男女共同参画の基本理念の推進
を図り、男女共同参画社会の形成を目指すととも
に、男女間のあらゆる暴力の根絶を目指すため、男
女共同参画センター及びＤＶ総合対策センターにお
いて各種事業を実施する。

106,725 112,639

地域で活躍する女性
のためのセミナー
(再掲）

  政策方針決定過程への女性の参画を促進し、女性
の視点を政策に活かすとともに、市町の審議会等に
おける女性委員の割合増を図るため、地域の女性
リーダーとして活躍できる人材の育成に資するセミ
ナーを開催する。

（男女共同参画セ
ンター）

行政職員の研修機会の
充実

女性の活躍推進佐賀県
会議（再掲）

マイナス１歳からのイ
クカジ推進事業

職員研修
（「女性職員キャリア
デザイン研修」）

生涯学習センター事業
（再掲）

（生涯学習セン
ター）

基本方向３　女性が活躍し、男女がともに参画する社会づくり

事業内容　 担当課

人事課

男女参画・女性の
活躍推進課

男女共同参画センター
及びＤＶ総合対策セン
ター事業（再掲）

事業名

女性活躍推進環境整備
補助金事業

テレワーク推進事業

民間等主催研修への派
遣

自治大学校研修への派
遣

6462



R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）
事業内容　 担当課事業名

男性のための介護支
援講座

　介護する立場にある男性に関する意識啓発を図る
ため、介護に関する講座を開催し、男性の介護と仕
事の両立を切り口に、男女共同参画社会の実現を図
る。

男女共同参画お届け
講座（再掲）

　地域各種団体において、団体の規模・形態を問わ
ず、要望のあった団体（県民）を対象に、出前講座
で男女共同参画の基本理念について学習する機会を
提供し、男女共同参画社会の形成を促進する。

佐賀から世界を目指す企業や起業家の輩出のため、
掘り起し、育成、事業拡大を一貫して支援。
・掘り起し及び伴走支援を行うStartup Gateway
SAGAの実施
・ビジネスプランコンテストの開催
・スタートアップコンシェルジュの配置
・Startup Launch事業化補助
など

67,019 84,232
産業DX・スタート
アップ推進グルー

プ

県内企業のDXの推進のため、その担い手となるDX人
材の育成・確保を行う。
・SAGA Smart Samurai（プログラミング人材講座）
・SAGA Smart Ninja（社内DXリーダー養成講座）
・SAGA Smart Terakoya（エンジニア起業・副業講
座）
・SAGA Smart Community（エンジニアコミュニティ
の活動支援）

50,188 45,927
産業DX・スタート
アップ推進グルー

プ

　女性従業員の雇用を促進しようとし、作業を容易
にするための作業施設、作業設備等の改善を図ろう
とする者に対し、事業資金を貸し付ける。
（※事業費は、他メニューを含めた総融資枠）

20,000 200,000

　新規に事業を開始しようとする者に事業資金を貸
し付け、独立開業を支援する。また経営革新、新連
携、農商工連携、さらに事業転換や新分野進出等を
支援する者に事業資金を貸し付ける。
（※事業費は融資枠）

1,850,000 1,700,000

　商工会等青年部・女性部の活動を推進するための
費用を補助する。 4,625 4,625

　若年層（特に学生）に県内のワーク・ライフ・バ
ランス優良企業や、その目安となる“くるみん”等
優良企業認定制度を知ってもらい、就職先として選
ばれる県内企業を増やすことで、企業がワーク・ラ
イフ・バランスに取り組む意義や必要性を理解し、
県内全体の底上げ、ワーク・ライフ・バランス取組
に対する機運の醸成を図る。

5,264 2,125

子育て世代を対象とした就活フェスタ（子育て世代
の就業に協力的な企業による合同企業説明会及び仕
事への不安や悩みなどの個別相談、家庭と仕事の両
立不安解消のためのワークショップ）などの開催に
より、子育て世代の就活の後押しを図る。

7,925 7,925

　ITや介護の基礎技術などを習得する短期間の職業
訓練を実施する。 213,839 348,425

（男女共同参画セ
ンター）

産業人材課

公共職業訓練（離転職
者）（委託訓練）（再
掲）

子育て世代就活サポー
ト事業

Startupの聖地SAGA推進
事業

経営環境変化対応資金
（雇用促進対策）

さが創生貸付（創業・
新事業展開等資金）

商工会等女性部活動推
進事業

佐賀県小規模事業経営
支援事業費補助金（青
年部・女性部活動推進
費）

ワーク・ライフ・バラ
ンス推進事業（再掲）

DX人材拡大推進事業

産業政策課

6563



R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）
事業内容　 担当課事業名

　九州・山口各県知事及び経済界代表で構成される
九州地域戦略会議では、少子高齢化や人口減少に関
するプロジェクトチームを設置し、九州・山口地域
が一体となって取り組むべき地方創生に係る具体的
な取組の企画立案を行っている。
　この取組のひとつとして、九州・山口WLB推進
キャンペーンサイトを活用しワーク・ライフ・バラ
ンスを推進するセミナーや企業による男性育休促進
などの取組好事例等について発信する。

227 222 産業人材課

地域における重要な担い手である女性農業者の段階
的発展を支援するため、研修会・交流会の実施、女
性グループの自主的活動への助成等を行う。

2,423 2,674 農業経営課

　意欲的な林業研究グループの全国的な学習活動等
への参画の支援を行う。 673 392 林業試験場

　漁業経営等に大きな役割を果している漁村女性グ
ループ活動等の取組を促進する。 20 20

　青年・女性漁業者の交流活動・自己啓発の場とし
ての組織の活動に対し、一定の助成を行う。 743 743

技術力強化支援事業
建設業に関する資格の取得等を目指す技術者を有す
る事業者に対し、受験料等の経費の一部を助成す
る。

7,092 8,888 建設・技術課

交通2024年問題対策事業費補助
更衣室やトイレなど、女性が働きやすい職場づくり
に係る事務所改修【R5年度２月補正後全額繰越】

15,000 ― 交通政策課

佐賀県薬剤師会の「女性薬剤師等復職支援事業」を
支援することにより、女性薬剤師の復職を促進す
る。

200 200 薬務課

九州・山口地域連携Ｗ
ＬＢ推進キャンペーン

担い手組織化活動支援
事業

女性漁業者活動支援事
業

意欲的林業者グループ
交換研修事業

さが農業女子活躍推進
事業

女性薬剤師等復職支援
事業

水産課
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重点目標（８）政策・方針決定過程への女性の参画の推進
（単位：千円）

R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）

　県の各種審議会等への女性委員の参画促進に努め
る。 ― ― 全部局

　女性職員(教職員を含む)の役職員への登用促進を
図る。 ― ―

人事課、
教職員課

　中堅幹部職員として必要な施策形成能力及び行政
管理能力の習得を図るため、女性職員を自治大学校
へ派遣する。

566 303

　管理職に求められるリーダーシップやチームマネ
ジメント等の能力開発・向上を図るため、女性職員
を、民間や特定非営利法人が主催する女性リーダー
育成のための短期集中講座等に派遣する。

864 870

　女性職員を対象とした、女性特有のキャリア開発
手法等を学ぶ「女性職員キャリアデザイン研修」を
実施する。

255 － 自治修習所

　あらゆる分野での男女共同参画の基本理念の推進
を図り、男女共同参画社会の形成を目指すととも
に、男女間のあらゆる暴力の根絶を目指すため、男
女共同参画センター及びＤＶ総合対策センターにお
いて各種事業を実施する。

106,725 112,639
男女参画・女性の

活躍推進課

地域女性リーダー養成
セミナー（再掲）

　政策方針決定過程への女性の参画を促進し、女性
の視点を政策に活かすとともに、市町の審議会等に
おける女性委員の割合増を図るため、地域の女性
リーダーとして活躍できる人材の育成に資するセミ
ナーを開催する。

男女共同参画お届け講
座（再掲）

　地域各種団体において、団体の規模・形態を問わ
ず、要望のあった団体（県民）を対象に、出前講座
で男女共同参画の基本理念について学習する機会を
提供し、男女共同参画社会の形成を促進する。

地域における重要な担い手である女性農業者の段階
的発展を支援するため、研修会・交流会の実施、女
性グループの自主的活動への助成等を行う。

2,423 2,674 農業経営課

漁業経営等に大きな役割を果している漁村女性グ
ループ活動等の取組を促進する。 20 20 水産課

　教育活動や学校運営の一層の活性化を図るため、
女性教員の能力開発やキャリア形成を推進し、女性
リーダーを積極的に育成する。

31 31 教職員課

　建設業で働く全ての女性が「働きがい」と「働き
やすさ」の両立により就業継続を実現するためのセ
ミナー（講義及び交流会）を開催し、女性活躍を推
進するネットワークを構築することによって、建設
業がこれまで以上に女性が就業しやすい業界、ひい
ては男女問わず誰もが働きやすい業界になることを
目指す。

377 600 建設・技術課

女性の定着促進に向けた建設産業行動計画
（R2.1.26）に基づき、広報物を作成し、新しい建
設産業の魅力を創造・発信する

3,001 建設・技術課建設業女性活躍PR

（男女共同参画セ
ンター）

人事課

担当課

建設業女性活躍セミナー

事業名 事業内容　

県の審議会等の女性委員
の参画促進

男女共同参画センター及
びＤＶ総合対策センター
事業（再掲）

女性職員の登用促進

女性リーダー育成研修

自治大学校研修への派遣
（再掲）

さが農業女子活躍推進事
業

女性漁業者活動支援事業
（再掲）

職員研修
（「女性職員キャリアデ
ザイン研修）（再掲）

民間等主催研修への派遣
（再掲）
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重点目標（９）仕事と家庭・地域生活が両立する環境づくり
（単位：千円）

R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）

　育児休業中の女性職員を対象に、子育てに関する
悩みや職場復帰に向けた不安を解消するため、子育
てという同じ状況にある職員同士が気楽に交流でき
る研修会を開催する。

296 312 人事課

　近年の情報通信技術の発達を踏まえ、県民へのわ
かりやすい説明や迅速な対応など行政サービスの質
の向上、災害時等の対応、業務効率化等を図るた
め、テレワークを推進する。
 また、テレワークを推進することにより、仕事と
生活の調和を実現していく。

99,178 81,367
行政デジタル

推進課

　すべての県民が家庭や職業上の役割のほかに、自
らの特技や能力を活かしてCSOの活動を支援する
等、社会的な役割を一つは持つ「プラスワン活動」
を推進する。

― ― 県民協働課

生涯学習センターにおける人材育成事業、学習機会
提供、交流促進事業を通して、県民が生涯のいつで
もまなぶことができ、その成果が活かされる生涯学
習の振興を図る。

56,453 58,222 まなび課

学習機会提供・相談事
業（再掲）（再掲）

 県内の生涯学習センターや各市町、公民館、各種
機関や団体等で行われている講座等の学習機会の情
報を効果的に提供する。また、生涯学習に係る相談
を受ける。

生涯学習の交流促進事
業（再掲）

 県内の生涯学習・社会教育の状況を調査し、情報
を収集する。学習者同士が交流することによってさ
らに生涯学習を深める機会を提供する。

人材育成事業
 生涯学習に携わる人材の育成を目指した学習機会
を提供する。生涯学習関係機関・関係者の課題解決
に向けて男女共同参画の視点に配慮し支援を行う。

　子どもを持つ看護職員の離職防止と未就業看護職
員の再就業を容易にするため､保育所を設置する病
院に対し、保育所運営費の一部を補助する。

18,626 31,391 医務課

　地域において男女共同参画推進に取組む女性・男
女共同参画ネットワーク等に、活動に必要な情報提
供を行うなどにより、活動を支援する。

― ―

男女共同参画センター
及びＤＶ総合対策セン
ター事業（再掲）

　あらゆる分野での男女共同参画の基本理念の推進
を図り、男女共同参画社会の形成を目指すととも
に、男女間のあらゆる暴力の根絶を目指すため、男
女共同参画センター及びＤＶ総合対策センターにお
いて各種事業を実施する。

106,725 112,639

県民グループ企画支援
事業

　県民レベルでの男女共同参画社会づくりを推進す
るため、男女共同参画に関するセミナー等を県内グ
ループと協働実施する。

企画相談・コーディ
ネート等（再掲）

　市町担当者、企業、民間団体、個人等からの男女
共同参画に関する企画の相談に応じ、コーディネー
トすることにより地域での男女共同参画推進の拡が
りを支援していく。

男女共同参画お届け講
座
（再掲）

　地域各種団体において、団体の規模・形態を問わ
ず、要望のあった団体（県民）を対象に、出前講座
で男女共同参画の基本理念について学習する機会を
提供し、男女共同参画社会の形成を促進する。

　企業のトップが従業員の子育てと仕事の両立をは
じめとする、子育て支援に積極的に取り組むことを
宣言し、県が宣言した企業等をＨＰ等で広く紹介す
る。

－ － こども未来課

病院内保育所運営事業

女性・男女共同参画ネット
ワークへの支援

さが子育て応援宣言企業登
録推進事業

担当課事業内容　

男女参画・女性の
活躍推進課

（男女共同参画セ
ンター）

事業名

テレワーク推進事業
（再掲）

（生涯学習セン
ター）

育児休業者交流研修会

CSO活動の支援

生涯学習センター事業（再
掲）

6866



R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）
担当課事業内容　事業名

　職場環境の改善に取り組む保育所等を支援するほ
か、潜在保育士の再就職ための見学会や研修等を実
施し、県内保育施設への保育士の就職を促進する。

17,523 24,214

　病児や病後児について、病院・保育所等に付設さ
れた専用スペース等において、看護師等が一時的に
保育等を行う事業を実施する市町を支援する。

45,997 48,960

　通常の教育時間終了後も園児を幼稚園内で預かる
「預かり保育」や園児以外も対象として地域の子育
て力向上等を目的とする事業を行っている幼稚園に
対し補助を行い、子育てを支援する。

42,391 38,081

 保護者が労働等で昼間家庭にいない小学校児童の
健全な育成を図る。

685,219 757,706

　市町が実施する子どもを家庭で養育することが一
時的に困難な場合に、乳児院や児童養護施設で短期
間子どもを預かる子育て短期支援事業に対し、補助
金を交付することにより、児童及びその家庭の福祉
の向上を図る。

3,536 5,538

  安心して子どもを産み育てることができる環境づ
くりのために、母子保健に係わる指導者への研修会
を開催する。

270 222

　医師・理学療法士・作業療法士等による療育発達
相談、母子保健医療福祉のネットワー
クの構築を図るための地域サポート検討会を実施す
る。

1,924 1,964

　中小企業労働相談所において、労働条件、労使関
係等の労働相談を実施する。 ― ―

　若年層（特に学生）に県内のワーク・ライフ・バ
ランス優良企業や、その目安となる“くるみん”等
優良企業認定制度を知ってもらい、就職先として選
ばれる県内企業を増やすことで、企業がワーク・ラ
イフ・バランスに取り組む意義や必要性を理解し、
県内全体の底上げ、ワーク・ライフ・バランス取組
に対する機運の醸成を図る。

5,264 2,125

　ITや介護の基礎技術などを習得する短期間の職業
訓練等を実施する。

213,839 348,425

　子育て世代を対象とした就活フェスタ（子育て世
代の就業に協力的な企業による合同企業説明会及び
仕事への不安や悩みなどの個別相談、家庭と仕事の
両立不安解消のためのワークショップ）などの開催
により、子育て世代の就活の後押しを図る。

7,925 7,925

　多様な働き方ができる環境を実現するため、専門
家による企業の課題解決の個別支援を行い、取組事
例を広く発信する。

7,601 7,601

　佐賀県のしごと相談室を設置し企業とUJIターン
人材・外国人材・高齢人材の求職者とのマッチング
支援や外国人材雇用に係る企業向けセミナーを実施
をし、人材確保を推進する。

1,591 4,200

　県内での就職希望者向けの就職情報サイト「さが
ジョブナビ」の保守管理、運用及びコンテンツ制作
を実施する。

3,740 5,570

　県外在住の45歳未満の求職者に対し、県内企業へ
の就職活動にかかる交通費・宿泊費を支援すること
でUJIターン就職を促進する。

8,978 12,361

子育て短期支援事業

母子保健研修会

県内保育施設への就職支援
事業費

放課後児童対策事業費

病児保育事業

教育改革推進特別経費補助

労働相談の実施

ワーク・ライフ・バランス
推進事業（再掲）

新就職支援情報サイト運
用・保守事業費

こども家庭課

こども未来課

Uターン就職活動交通費支
援事業

すこやか発達相談指導事業

公共職業訓練（離転職者）
（委託訓練）（再掲）

子育て世代就活サポート事
業(再掲）

次世代働き方改革モデル実
践事業費

産業人材ステーション事業

産業人材課
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R5年度 R6年度

（2月補正後） 予算額（当初）
担当課事業内容　事業名

地域における重要な担い手である女性農業者の段階
的発展を支援するため、研修会・交流会の実施、女
性グループの自主的活動への助成等を行う。

2,423 2,674 農業経営課

　漁業経営等に大きな役割を果している漁村女性グ
ループ活動等の取組を促進する。 20 20

　青年・女性漁業者の交流活動・自己啓発の場とし
ての組織の活動に対し、一定の助成を行う。 743 743

　学校等における子どもの安全を確保するため、安
全ボランティアとして活動されている地域の見守り
隊の方や保護者、教諭等への資料提供を通じて、地
域ぐるみの学校安全に関する実践的な取組を推進す
る。

17 22
学校教育課
生徒支援室

地域ぐるみの学校安全体制
整備推進事業

女性漁業者活動支援事業
（再掲）

さが農業女子活躍推進事業

担い手組織化活動支援事業
（再掲）

水産課
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基本方向１　男女共同参画推進の基盤づくり

1 重点目標（1）男女共同参画について男女双方の意識の形成

（具体的な施策） （担当課）

1 (1) ①
男女共同参画が必要であることを、あらゆる人々が共感できるよう、地域に根ざした身近な情報発
信・意識啓発を進めます。

男女参画・女性の活躍推進課、
まなび課、広報広聴課

1 (1) ②

県立男女共同参画センターを拠点とし、市町や女性の活躍推進佐賀県会議と連携しながら、男女
共同参画に係るネットワークや CSOなど に対し、必要な情報や学習機会を提供するとともに、県
内の企業、事業所、教育機関など様々な分野、地域での、きめ細やかな普及・啓発が行われるよ
うに努めます。

男女参画・女性の活躍推進課

1 (1) ③
男性にとっても、男女共同参画社会の実現は重要であり、男女共同参画社会を実現してこそ、より
暮らしやすい社会となることへの理解を深めるとともに、男性の家庭、地域、職場などあらゆる場
面での意識改革を進めるため、啓発事業に取り組みます。

男女参画・女性の活躍推進課

1 (1) ④
女性が主体的で多様な選択をし、その能力を十分に発揮するために、女性自身が固定的な性別
役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）にとらわれることがないよう、女性
の意識改革に向けた啓発事業に取り組みます。

男女参画・女性の活躍推進課

1 (1) ⑤
男女共同参画の現状や意識などに関する実態を把握し、その公表を行ったり、県が作成する広
報・出版物などにおいても、男女共同参画の視点に立った情報発信を行うとともに、市町等に対
し、公的広報ガイドラインを周知します。

男女参画・女性の活躍推進課、
広報広聴課

1 (1) ⑥
メディアの表現の自由に配慮しながら、男女共同参画の視点に立った情報発信の必要性を事業
者に啓発し、メディアの自主的な取組を促します。

男女参画・女性の活躍推進課

1 (1) ⑦
男女共同参画社会実現推進の牽引役である県は、庁内における男女共同参画を推進し女性活躍
推進法に基づき、「特定事業主行動計画」の策定及び着実な推進を図ります。

人事課

1 (1) ⑧
県は、市町に対し、男女共同参画意識の高まりを目指し、地域の実情に応じた男女共同参画を総
合的で計画的に推進するための市町男女共同参画推進条例が市町において策定されるよう働き
かけます。

男女参画・女性の活躍推進課

1 重点目標（2）幼少期からの男女共同参画について男女双方の意識の形成

（具体的な施策） （担当課）

1 (2) ①
保育所・幼稚園・認定こども園における幼少期からの男女共同参画の視点での保育を促進しま
す。

こども未来課、学校教育課

1 (2) ②

小学校・中学校・高等学校等において、男女の人権尊重、ＤＶに関する知識、相互理解と協力の重
要性、健康教育・性に関する指導などについて、子どもの発達段階に応じた適切な教材や指導方
法等の充実を図ります。また、性別にとらわれず、一人ひとりの個性や能力に応じ、主体的に進路
を選択できる、生涯を見通した総合的なキャリア教育や進路指導を推進します。

男女参画・女性の活躍推進課、
学校教育課、保健体育課、

教職員課

1 (2) ③
男女共同参画の視点を考慮したキャリア教育を含む、県民一人ひとりが学び続けることができる
環境づくりを行い、生涯学習の機運をさらに醸成します。

まなび課

1 (2) ④
既存の青少年関係団体だけでなく、CSO との協働を進め、子ども・若者育成支援運動を各層に広
げます。

こども未来課

1 (2) ⑤
男女共同参画の意識啓発や固定的な性別役割分担意識の解消のために、教職員を対象とした研
修及び啓発推進の指導者育成等の取組を促進します。

こども未来課、
学校教育課（人権・同和教育室）、

教職員課

1 (2) ⑥
幼稚園新規採用職員に対して、現職研修の一環として、１年間の研修を実施し、使命感と実践的
指導力を身につけさせるとともに、人権意識を高める中で、男女共同参画の在り方についての理
解を深めます。

学校教育課

1 (2) ⑦
幼児を理解する中で、男女差別につながる言動をいち早く察知し適切な指導を行ったり、男女で仲
良く活動する中でその心地よさを経験させるなど、保育所や園での生活そのものが男女共同参画
の学習機会となるような学級運営の在り方について理解を深めます。

こども未来課、学校教育課

1 (2) ⑧

ＩＣＴ機器、情報伝達手段の発展の中で、児童生徒及び青少年や保護者・地域に対して、様々な機
会を通じて、情報を主体的に収集・判断等できる能力の育成に努めます。また、有害な社会環境
の点検と改善を図るとともに、インターネット上の有害情報等から青少年を守るための取組を行い
ます。

こども未来課、まなび課、
警察本部・人身安全・少年課、

サイバー犯罪対策課

第５次佐賀県男女共同参画基本計画　施策体系表
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第５次佐賀県男女共同参画基本計画　施策体系表

基本方向２　安全・安心に暮らすことができる社会づくり

2 重点目標（3）男女間のあらゆる暴力の根絶

（具体的な施策） （担当課）

2 (3) ① 「佐賀県ＤＶ被害者支援基本計画」の円滑で着実な推進を図ります。 男女参画・女性の活躍推進課

2 (3) ②
県教育委員会及び市町教育委員会等と連携し、暴力を伴わない対等な人間関係を構築する観点
からの、若年層を対象とする予防教育を推進します。また、被害者支援に関わる人材の育成、専
門家の育成に取り組みます。

男女参画・女性の活躍推進課、
保健体育課、こども未来課

2 (3) ③
県民に対し、男女間のあらゆる暴力や、被害者支援に関する正しい理解を深める啓発や、相談窓
口、そして法律に基づく制度についての更なる周知を図ります。

男女参画・女性の活躍推進課、
警察本部：広報県民課、

人身安全・少年課

2 (3) ④ 地域における男女の人権尊重や、ＤＶ問題の周知・理解を促進する研修等を行います。
男女参画・女性の活躍推進課、

人権・同和対策課

2 (3) ⑤
県ＤＶ総合対策センターを中心に、官官連携・官民連携による被害者支援、加害者対策など、適切
な対応に努めます。

男女参画・女性の活躍推進課、
こども家庭課、

警察本部：広報県民課、
人身安全・少年課

2 (3) ⑥
総合的なＤＶ被害者支援のため、県の配偶者暴力相談支援センターは、各種相談機関との連携
体制の整備を推進します。あわせて、ストーカー行為の防止に関する県民向けの啓発を推進しま
す。また、市町の求めに応じた助言等の支援体制の整備を推進します。

男女参画・女性の活躍推進課、
こども家庭課、

警察本部：人身安全・少年課

2 (3) ⑦
ＤＶ被害者支援民間グループと、被害者支援において、住宅の確保、就労支援、生活支援、啓発、
研修、心のケアなどＤＶ被害者支援民間グループの行う活動と連携し、被害者支援に取り組みま
す。

男女参画・女性の活躍推進課

2 (3) ⑧
女性の相談窓口の設置がまだない市町に対し被害者支援等に係るワンストップ・サービスの構築
を推進し、相談窓口の設置についても働きかけます。

男女参画・女性の活躍推進課

2 (3) ⑨
相談や支援に携わる相談員や関係機関の職員に対し、二次被害を起こさないための対応体制の
整備と、研修等による資質向上を図ります。

男女参画・女性の活躍推進課

2 (3) ⑩
ＤＶと面前DV（児童虐待）、高齢者への虐待は密接に関係していることから、それぞれの早期発見
につながるよう関係機関が連携し、相談・支援体制の充実を図ります。

男女参画・女性の活躍推進課、
こども家庭課、長寿社会課、
学校教育課（生徒支援室）、

こども未来課、
警察本部：人身安全・少年課

2 (3) ⑪
特に潜在化しやすいとされる性犯罪・性暴力被害者に対しては、県警あるいはワンストップ支援セ
ンター「さがmirai」を中心として、相談対応から急性期の医療支援、また、回復に至るまで中長期的
に支援する体制の更なる整備を目指します。

男女参画・女性の活躍推進課、
警察本部：広報県民課

2 (3) ⑫
性犯罪捜査の一層の強化や再発防止のための対応に努めるとともに、犯罪被害者等を支援する
ための施策を実施します。また、ストーカー規制法の適切な運用など、必要な対策に努めます。

警察本部・広報県民課、
人身安全・少年課、

捜査第一課

2 (3) ⑬
売春や人身取引の根絶に向けて、関係法令の厳正な運用を行い、取締りの強化と被害者の保護
等の支援を行います。

こども家庭課、
警察本部：生活安全企画課

2 (3) ⑭
携帯電話の普及から犯行形態が多様化しており、県民の相談や事件捜査に適切に対応するた
め、引き続き、情報の収集や分析を行うなど、取締りを強化します。

警察本部：人身安全・少年課、
サイバー犯罪対策課

2 (3) ⑮
新型コロナウイルス感染症に伴い、家庭内での精神的暴力を含め、DVの増加や深刻化が懸念さ
れたことを受け、こうした非常時にも機能する相談方法を含めた相談支援体制等の充実を図りま
す。

男女参画・女性の活躍推進課、
こども家庭課、

警察本部：人身安全・少年課

2 重点目標（4）生涯を通じた男女の健康支援

（具体的な施策） （担当課）

2 (4) ①

性と生殖に関して健康であることの重要性について、正確な情報提供に努めるとともに、望まない
妊娠の予防、ＨＩＶ／エイズを含めた性感染症予防、不妊や更年期、高齢期など様々な問題に対応
できる相談体制の強化を図ります。また、人工授精経費助成、特定不妊治療（体外受精・顕微授
精）費助成制度の実施及び母子保健に従事する保健師等の資質向上のための研修会や連絡調
整会議を実施します。

こども家庭課、健康福祉政策課

2 (4) ②
家庭や学校、地域が相互に連携し、子どもの発達段階に応じた適切な性に関する指導を実施しま
す。

保健体育課
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第５次佐賀県男女共同参画基本計画　施策体系表

2 (4) ③
性に関する指導についての指導者研修会を開催します。学校保健計画における性に関する指導
の位置付けと実践を推進します。

保健体育課

2 (4) ④
県内の高校 1 年生全員を対象者としたエイズ予防講演等を実施し、若い世代へ性感染症
の正しい知識の普及啓発を実施し、予防指導を充実させます。

健康福祉政策課

2 (4) ⑤
保健福祉事務所における HIV/エイズ相談・検査（匿名、予約不要、検査無料）の利用や医療機関
への受診につなげる上で必要な情報提供に努めます。

健康福祉政策課

2 (4) ⑥ 周産期医療体制の確保を促進し、安心して子どもを産むことができる環境づくりを推進します。 医務課

2 (4) ⑦
様々な媒体を活用した広報により、働き盛りの女性や主婦層等に対して情報を届け、女性特有の
がんに関する正しい知識の普及啓発と検診の受診促進を行います。

健康福祉政策課

2 (4) ⑧
長時間労働の抑制など労働環境の整備を図ることにより、労働者の健康保持に努めるよう、事業
所等に対して働きかけます。

男女参画・女性の活躍推進課、
産業人材課

2 (4) ⑨
仕事、子育て、介護、健康など、男性が抱える様々な問題の解決に向け、男性のための相談体制
の一層の充実に努めます。

男女参画・女性の活躍推進課

2 (4) ⑩
年齢、性別、障害のあるなしに関係なく、誰もがスポーツを楽しむことができる環境づくりに取り組
みます。

スポーツ課

2 重点目標（5）生活に困難を抱えたあらゆる人が安心して暮らせる支援と多様性を尊重する環境の整備

（具体的な施策） （担当課）

2 (5) ①
地域に住むすべての人に「居場所と出番」のある住民主体の地域づくりやサービス提供体制づくり
に努めます。

社会福祉課

2 (5) ②

市町、関係機関・団体と連携し、複合的な課題を抱える生活困窮者のそれぞれの状況に応じ、包
括的な支援を行いその自立を促進するため、生活困窮者自立支援法（平成 25 年法律第 105 号）
に基づく相談支援、就労支援、多様な就労機会の提供、居住確保支援、家計相談支援等に取り組
みます。

社会福祉課

2 (5) ③
市町、関係機関・団体と連携しながら、男女の均等な機会と公正な待遇の確保、女性の就業継続
や再就職の支援、男性も含めた働き方の見直しやワーク・ライフ・バランスの推進などの取組を進
めます。

男女参画・女性の活躍推進課、
産業人材課

2 (5) ④
子どもの貧困対策について、県の計画を策定し全庁的な取組を推進します。ひとり親家庭が安心
して子育てをしながら生活できる環境を整備するため、市町、関係機関・団体と連携しながら、居住
支援、子育ての支援や生活・健康に対する支援等を行います。

こども家庭課

2 (5) ⑤
「佐賀県ひとり親家庭等自立促進計画」に基づき、ひとり親家庭の自立に向けた意欲を高め、安心
して子育てと就業を両立できるための支援を行います。

こども家庭課

2 (5) ⑥
企業のニーズ把握に努め、今後とも就職に向けての職業訓練を実施し、ひとり親家庭の親が受講
しやすいコースの設定にも努めます。

産業人材課

2 (5) ⑦
児童手当や児童扶養手当の支給、母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付けなど、経済的支援策
も実施し、総合的な支援を展開します。

こども家庭課

2 (5) ⑧
児童扶養手当について、市町、関係機関・団体と連携しながら父母が婚姻を解消した児童のほ
か、父母の障害、生死不明、遺棄などの状態にある児童の支給要件についても周知を図ります。

こども家庭課

2 (5) ⑨
家庭の経済状況等によって子どもの進学機会や学力・意欲の差が生じないように、生活困窮世帯
等の子どもへの学習支援や教育費に係る経済的支援の更なる充実、スクールカウンセラーやス
クールソーシャルワーカーの配置、地域における学習支援等に取り組みます。

こども家庭課、
学校教育課（生徒支援室）

2 (5) ⑩
ひとり親家庭の子どもは、親との離別等により精神的に不安定なことが多いことに配慮して、ひとり
親家庭の親子への相談支援等を行います。

こども家庭課

2 (5) ⑪
若者が充実した職業人生を歩んでいけるよう、新規学校卒業者への支援、中途退学者や未就職
卒業者への対応、フリーターを含む非正規雇用で働く若者への支援等を行います。

産業人材課

2 (5) ⑫
ニート、ひきこもり、不登校など、困難を有する子ども・若者が、社会生活を円滑に営むことができ
るよう、複数の支援を組み合わせて行うなど、地域の実情に合った切れ目のない支援を行います。

こども未来課、
学校教育課（生徒支援室）
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2 (5) ⑬
「第８期さがゴールドプラン」を踏まえ、地域共生社会の実現に向けて、高齢者が家庭や地域で安
心して暮らせるような地域包括ケアシステムの推進を図ります。

長寿社会課

2 (5) ⑭
医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で安心して生活を続けることが
できるよう、地域における在宅医療・介護の連携を図ります。

長寿社会課

2 (5) ⑮
市町・関係機関・団体とともに、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法
律（平成17年法律第124号）に基づき、高齢者虐待防止の取組を進めます。

長寿社会課

2 (5) ⑯
市町・保険者における地域づくりを通じた効果的・効率的な介護予防の推進と高齢者の積極的な
社会参加の推進を図ります。

長寿社会課

2 (5) ⑰

「第5次佐賀県障害者プラン」や障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成28年４月
施行）、「障害のあるなしにかかわらず、ともに暮らしやすい佐賀県をつくる条例」等に基づき、全て
の県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共
生する社会の実現に向けた取組を進めます。

障害福祉課、文化課

2 (5) ⑱
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 23 年法律第79 号）等
に基づき障害者虐待防止の取組を進めます。

障害福祉課

2 (5) ⑲
障害者のICT活用能力を向上させる事業を実施し、障害者の生活の質を高め社会参加を促進しま
す。

障害福祉課

2 (5) ⑳ 障害者及び企業等のニーズを反映した訓練を実施し、就職につなげていけるよう取り組みます。 障害福祉課（就労支援室）

2 (5) ㉑
日本で生活する外国人への教育、住宅、就労支援、法律や制度などについての多言語での情報
提供や相談体制の整備、外国人の親を持つ子どもへの支援等について、地域の実態を考慮しな
がら進めます。

多文化共生さが推進課、教育振
興課

2 (5) ㉒
配偶者等からの暴力の被害者である在留外国人女性への支援について、配偶者からの暴力に関
する専門的知識を持った通訳が可能となるような体制づくりを含め、適切な支援を進めます。

男女参画・女性の活躍推進課、
こども家庭課、多文化共生さが推

進課

2 (5) ㉓
様々な性的指向や性自認等を理由として困難な状況に置かれている場合などについて、人権教
育・啓発活動の促進や、男女共同参画の視点に立って必要な取組を進めます。

男女参画・女性の活躍推進課、
人権・同和対策課

2 (5) ㉔
高齢者や障害者、子育て・妊娠中の方など、みんなが心地よく外出できる、人にやさしいまちのス
タイルを「さがすたいる」として広げる取組を行い、日常生活の場において困りごとを抱えがちな当
事者と県民の接点を増やします。

県民協働課

2 重点目標（6）防災・復興における男女共同参画の推進

（具体的な施策） （担当課）

2 (6) ①
県の防災会議については、県の審議会等への女性委員の参画率の目標（40%以上）を維持するよ
う、引き続き関係機関への説明、要請等に取り組みます。

危機管理・防災課

2 (6) ②
男女共同参画の視点が取り入れられるよう、県や市町の地域防災計画等の各種計画や災害に関
する各種対応マニュアル等において、情報提供や助言を行います。また、防災の現場における男
女双方の参画を進めます。

危機管理・防災課、社会福祉課、
男女参画・女性の活躍推進課

2 (6) ③
「男女共同参画の視点を取り入れた災害時避難所運営の手引き」（令和元年度作成）を利活用し、
防災分野における新たな女性人材の育成や、地域防災に携わる人への男女共同参画の視点から
の取り組みに関する理解促進を図ります。

男女参画・女性の活躍推進課

3 (6) ④
固定的な性別役割分担意識の解消など、防災・復興対策に男女共同参画の視点が適切に反映さ
れるよう、日頃から、各種研修会等を通じた啓発に取り組みます。

危機管理・防災課、社会福祉課、
男女参画・女性の活躍推進課
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基本方向３　女性が活躍し、男女がともに参画する社会づくり

3 重点目標（7）女性の活躍推進と男性の意識改革・行動変革

3 （具体的な施策） （担当課）

3 (7) ①
男女が長期的な視点に立ってそれぞれの人生を展望し、働くことを位置付け、男女を問わず経済
的に自立していくことの重要性について、労働者、経営者、教育関係者など様々な立場の人々に
対し、意識啓発を図ります。

男女参画・女性の活躍推進課、
学校教育課、まなび課

3 (7) ②
女性管理職の育成や女性の就業継続に向けた、企業・事業所による研修の実施等を支援すると
ともに、経営者等の理解を促進し、企業・事業所における女性の活躍を応援する動きを支援しま
す。

男女参画・女性の活躍推進課、
産業人材課

3 (7) ③
企業・事業所に対し、男女雇用機会均等法、女性活躍推進法の周知を図り、ポジティブ・アクション
（積極的改善措置）を推奨し、男性の育児休業等の取得しやすい環境づくりを進めるため、情報提
供やセミナー等による意識啓発を行います。

男女参画・女性の活躍推進課、
産業人材課

3 (7) ④ 男性の家事や育児への参画意識を高める意識啓発事業に取り組みます。 男女参画・女性の活躍推進課

3 (7) ⑤
育児・介護等により就業を中断する女性が多い現状を考慮し、いったん離職した女性の職業訓練
など、再就職支援の充実を図ります。

産業人材課、薬務課

3 (7) ⑥
就業を希望する女性に対し、県のホームページ上に専用サイトを設け、女性への就職支援の情報
を一元的に提供します。

産業人材課

3 (7) ⑦
起業を目指す女性に対して、起業に関する知識・手法に関する情報や学習機会の提供など、支援
の充実を図ります。

男女参画・女性の活躍推進課、
産業政策課

3 (7) ⑧
テレワークやWeb会議システム等の導入等、多様で柔軟な働き方の普及促進や導入支援を行い
ます。

男女参画・女性の活躍推進課、
産業政策課、産業人材課

3 (7) ⑨
商工業や農林漁業において、女性に偏りがちな家事・育児・介護等の負担を男女で分かち合うた
め、家族一人ひとりがお互いを尊重し合い、評価し合うとともに、固定的な性別役割分担意識、慣
行、慣習などを見直していくよう啓発に努めます。

男女参画・女性の活躍推進課、
産業政策課、農業経営課、水産

課

3 (7) ⑩
農山漁村の地域資源を生かした生産･加工･販売等の起業支援や女性が働きやすい就農条件･労
働環境の整備などの取組を支援します。

男女参画・女性の活躍推進課、
農業経営課、水産課、産業政策

課

3 (7) ⑪
農業及び漁業における「家族経営協定」の普及活動を進めるとともに、協定の締結や内容の改善
に向けて助言を行います。

農業経営課、水産課

3 (7) ⑫
女性農業者等の経営発展に意欲がある農業者に対する雇用型経営や、経営の複合化・法人化・
多角化などの企業的な農業経営の発展に関する研修（スキルアップ研修）等を実施します。

農業経営課、林業試験場

3 (7) ⑬
ＥＣ（ネット通販）を含む新規出店や、ＩＣＴを活用した販売促進に積極的にチャレンジする若者や女
性商業者を中心とした新たな世代の商業者への支援を行います。

産業政策課

⑭
「佐賀県人材育成基本方針」に掲げる各施策等の積極的活用・推進による意欲ある女性職員の積
極的な登用の推進を図ります。

人事課、教職員課、自治修習所

3 (7) ⑮

建設業で働く全ての女性が「働きがい」と「働きやすさ」の両立により就業継続を実現するためのセ
ミナー（講義及び交流会）を開催し、女性活躍を推進するネットワークを構築することによって、建
設業がこれまで以上に女性が就業しやすい業界、ひいては男女問わず誰もが働きやすい業界に
なることを目指しています。

建設・技術課
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3 重点目標（8）政策・方針決定過程への女性の参画の推進

（具体的な施策） （担当課）

3 (8) ①
女性の能力発揮が、それぞれの事業所・団体等や地域の活性化に不可欠であるという認識の醸
成を図るとともに、女性の参画状況についての調査、公表、好事例の情報発信を行います。

男女参画・女性の活躍推進課

3 (8) ②
一人ひとりが自分にあった生き方をイメージし、それを実現させようとする意思を持てるように、
様々な働き方やキャリア形成に応じた身近な好事例を発掘し、積極的に発信します。

男女参画・女性の活躍推進課

3 (8) ③
県の各種審議会等への女性の参画促進（40％以上）及び女性委員のいない審議会等の解消に取
り組みます。

男女参画・女性の活躍推進課、
全部局

3 (8) ④
市町の各種審議会や農業委員及び農協・漁協等の理事等における積極的な女性の参画促進に
向けた取組が推進されるよう働きかけるとともに、情報提供等の支援を行います。

男女参画・女性の活躍推進課、
生産者支援課、農業経営課、

林業課、水産課

3 (8) ⑤
「女性の活躍推進佐賀県会議」の会員登録、自主宣言企業や県内経済団体等と連携し、女性の
活躍の重要性に関する理解の促進、企業への情報提供、管理職候補者となる女性職員の養成等
の取組を支援します。

男女参画・女性の活躍推進課、
産業政策課、農業経営課、

農業経営課、林業課

3 (8) ⑥
商工業・農林漁業や農山漁村における、政策・方針決定過程への女性参画の拡大や、女性の地
位の向上など、女性が活動しやすい環境づくりを促進します。

男女参画・女性の活躍推進課、
産業政策課、農業経営課、

水産課、林業課

3 (8) ⑦
事業所など各種団体等に対し、実施主体の特性に応じた実効性のあるポジティブ・アクション（積
極的改善措置）の取組について働きかけるとともに、情報提供等を行います。

男女参画・女性の活躍推進課

3 (8) ⑧
女性の政治分野への参画拡大に向けた気運の醸成を図るための広報・啓発を行うとともに、女性
の活躍を応援するための取組を実施します。

男女参画・女性の活躍推進課

3 (8) ⑨
公務員の成績主義の原則を前提としながら、県における女性職員（教職員を含む）において、職域
拡大や研修等を通じて、管理職における女性の参画の拡大を推進します。

人事課、教職員課、自治修習所

3 (8) ⑩
テレワークなど多様な働き方を実現し、県の女性職員が仕事と家庭生活との両立を図りながら
キャリアアップできる環境づくりを進めます。

人事課、行政デジタル推進課

3 (8) ⑪ 県の女性職員の登用に積極的に取り組んでいきます。 人事課、教職員課

3 (8) ⑫
女性活躍推進法に基づき、県は、特定事業主行動計画を策定・公表し、計画の内容を推進しま
す。

人事課、教職員課

3 重点目標（9）仕事と家庭・地域生活が両立する環境づくり

（具体的な施策） （担当課）

3 (9) ①
ワーク・ライフ・バランスが、事業所や経済社会の活性化や、個人の生活の充実につながるもので
あることを強調し、効果的な意識啓発に努めます。

男女共同参画・女性の活躍推進課

産業人材課、こども未来課

3 (9) ②
男女の多様なライフスタイルに対応した子育て・介護に対する相談支援体制の整備と情報提供等
の支援を行います。

こども未来課、こども家庭課、
長寿社会課

3 (9) ③
事業所・団体等における管理職等のイクボス（部下や次世代を育てる上司）の意識啓発を推進す
るとともに、両立支援制度の積極的な取得に向けた男性に対する意識の啓発を図ります。

男女参画・女性の活躍推進課

3 (9) ④

事業所が主体的にワーク・ライフ・バランスを推進することができるよう、生産性の向上に向けた効
率的な働き方や妊娠・出産・育児・介護等、各ライフステージにおける職場での配慮の在り方、年
次有給休暇の取得促進等に関し、指針や好事例を提供するとともに、これらに積極的に取り組む
事業所を支援します。

産業人材課、
男女共同参画・女性の活躍推進課、

医務課、建設・技術課

3 (9) ⑤
妊娠や出産等により離職後、再就職するにあたって、ブランクや家庭との両立への不安等がある
子育て世代の就活をサポートし、産業人材としての復帰に向けて後押しします。

産業人材課

3 (9) ⑥
中小企業における健全な労使関係の確立、労務管理の改善、労働組合の組織運営、労働福祉の
向上等に資するため、産業人材課に中小企業労働相談所を併設して、労働者及び使用者からの
労働問題に関する相談に対し助言を行います。

産業人材課
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3 (9) ⑦
「佐賀県次世代育成支援地域行動計画」に基づき、保育所や幼稚園、放課後児童クラブ、病児・病
後児保育施設における子育て支援を拡充するとともに、子育て家庭への情報提供及び相談支援
体制の充実を図ります。

こども未来課

3 (8) ⑧

預かり保育や地域の子育て力向上等を目的とする事業を実施する園を支援していきます。放課後
児童クラブの待機児童等の解消に向け、施設改修や新設への補助制度を市町に積極的に活用し
てもらうように促すとともに、放課後児童クラブで児童を支援する者の質の向上を図るため、放課
後児童支援員を養成する認定研修を実施します。

こども未来課

3 (9) ⑨
従業員の子育てと仕事の両立をはじめとする、子育て支援に積極的に取り組むことを宣言いただ
いた企業・事業所の登録制度を推進し、登録いただいた企業等を広く紹介します。

こども未来課

3 (9) ⑩
子どもを持つ看護職員等の離職防止と未就業看護職員の再就業を容易にするため､保育所を設
置する病院に対し保育所運営を支援します。また、勤務環境改善につながるよう、要望が多い特
色のある保育（休日保育など）の取組の促進を図ります。

医務課

3 (9) ⑪
男女共同参画社会実現推進の牽引役である県が率先して、仕事と家庭、地域生活の両立がしや
すい職場となるよう環境整備を進めます。

男女共同参画・女性の活躍推進課、

人事課

3 (9) ⑫
男性の家事・育児や地域活動への参画を促進するため、ＣＳＯや公民館等と連携し、情報や学習
機会の提供を行います。

男女共同参画・女性の活躍推進課、

まなび課

3 (9) ⑬ 職場や家庭・地域生活において活躍する男女の好事例の発掘を行い、積極的に情報発信します。 男女共同参画・女性の活躍推進課

3 (9) ⑭
家族経営協定の締結の推進と女性農業者を対象とした栽培技術に関する研修会等を通して農業
経営への参画を促します。また、農村における男女共同参画への意識改革を推進します。

農業経営課、水産課

3 (9) ⑮ 各地区、県単位等での女性農業者同士のネットワークづくりを推進します。 農業経営課、水産課

3 (9) ⑯
「農山漁村女性の日」の関連行事等を通じ、農林漁業関係団体と連携して、男女共同参画社会の
形成に向けた社会的気運の醸成を図ります。

農業経営課、水産課

3 (9) ⑰
様々な情報発信を行い、移住促進、ＵＪＩターン（転職）者に対する支援の取組を進めます。

産業人材課

3 (9) ⑱
庁内において、育児休業中の県職員の交流や職場復帰に向けた不安解消のため、県職員育児休
業者交流研修会を実施します。

人事課

3 (9) ⑲
庁内において、テレワークを推進することにより、ワーク・ライフ・バランスの推進を図ります。

人事課、行政デジタル推進課

3 (8) ㉓
庁内において、引き続きテレワークを推進することにより、ワーク・ライフ・バランスの推進を図って
いきます。

行政デジタル推進課
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Ⅳ　市町における男女共同参画施策の取組状況

１　市町男女共同参画担当窓口
令和6年4月1日現在

市町名 担当課名 TEL（直通） FAX

佐賀市 男女共同参画課 0952-40-7014 0952-40-7323

唐津市 男女共同参画課 0955-72-9239 0955-72-9182

鳥栖市 市民協働課 0942-85-3508 0942-83-3310

多久市 総合政策課 0952-75-2116 0952-75-2110

伊万里市 企画政策課 0955-23-2115 0955-22-7213

武雄市 男女参画課 0954-23-9141 0954-23-9120

鹿島市
人権･同和対策課兼
男女共同参画推進室

0954-63-2126 0954-63-2313

小城市 企画政策課 0952-37-6115 0952-37-6163

嬉野市 企画政策課 0954-66-9117 0954-66-3119

神埼市 総務課 0952-37-0088 0952-52-1120

吉野ヶ里町 財政協働課 0952-37-0331 0952-52-6189

基山町 まちづくり課 0942-92-7935 0942-92-0741

上峰町 総務課 0952-52-2181 0952-52-4935

みやき町 情報未来課 0942-89-1655 0942-89-1650

玄海町 企画商工課 0955-52-2112 0955-52-3041

有田町 まちづくり課 0955-46-2990 0955-46-2100

大町町 企画政策課 0952-82-3112 0952-82-3117

江北町 総務政策課 0952-86-5612 0952-86-2130

白石町 総合戦略課 0952-84-7132 0952-84-6611

太良町 総務課 0954-67-0129 0954-67-2425
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２　男女共同参画計画等の策定状況

市町名
庁内連絡会議

の有無
懇話会等
の有無

男女共同参画に関する計画名称 計画期間

佐賀市 有 有 第4次佐賀市男女共同参画計画  R3年度～R7年度

唐津市 有 有 唐津市男女共同参画基本計画（第4次） R2年度～R6年度

鳥栖市 有 有 第3次鳥栖市男女共同参画行動計画
R5年度～R14年度

多久市 有 有 多久市男女共同参画計画 R4年度～R9年度

伊万里市 有 有 第5次伊万里市男女協働参画基本企画 R5年度～R9年度

武雄市 有 有 第4次武雄市男女共同参画推進計画 R5年度～R9年度

鹿島市 無 有
第3次鹿島市男女共同参画基本計画・第2次
鹿島市ＤＶ対策基本計画

R3年度～R7年度

小城市 有 有 第3次小城市男女共同参画プラン R4年度～R8年度

嬉野市 有 有 第4次嬉野市男女共同参画行動計画 R5年度～R9年度

神埼市 無 有
第3次神埼市男女共同参画基本計画・ＤＶ被
害者支援計画・女性の活躍推進計画

R2年度～R6年度

吉野ヶ里町 有 有
第2次吉野ヶ里町男女共同参画基本計画(DV
被害者支援計画･女性の活躍推進計画を含
む)

R3年度～R7年度

基山町 有 無 第2次基山町男女共同参画推進プラン R3年度～R12年度

上峰町 無 有
上峰町男女共同参画計画及びＤＶ被害者支
援基本計画

R4年度～R13年度

みやき町 無 無 第3次みやき町男女共同参画計画 R4年度～R8年度

玄海町 無 無 玄海町第3次男女共同参画計画 R2年度～R6年度

有田町 無 有
第3次有田町男女共同参画基本計画・ＤＶ被
害者支援基本計画

R4年度～R8年度

大町町 無 無 第2次大町町男女共同参画計画 R3年度～R7年度

江北町 無 無 第2次江北町男女共同参画行動計画 H28年度～R2年度

白石町 無 有 第3次白石町男女共同参画推進プラン R3年度～R7年度

太良町 無 無 第2次太良町男女共同参画基本計画 R5年度～R9年度

令和6年4月1日現在
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３　市町の総合計画等における位置づけについて

市町名 総合計画等の名称等 計画での項目名 策定年月 計画期間

佐賀市
第2次佐賀市総合計画
<後期基本計画>

第6章 互いに尊重し合い、共に創るふれあいのあるまち
　　 4　個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現

R2.3  R3年度～R7年度

唐津市
唐津市男女共同参画基
本計画（第4次）

第1章　唐津市の根幹となるべき施策
　基本目標６　市民の力を最大限に引き出すまちづくり
　基本施策１　男女共同参画の推進と、
　 　　　　　　　 女性も男性も活き活きと輝ける環境づくり

R2.3 R2年度～R6年度

鳥栖市 第７次鳥栖市総合計画
基本目標４　誰もがいきいきと暮らせるまち
　施策８　　　　男女共同参画社会の実現

R3.3 Ｒ３年度～Ｒ１２年度

多久市 第４次多久市総合計画
施策目標７　　市民が築く
　　　　　　－みんなで取り組む参画と協働のまちづくり
・7-2　人権・同和教育及び男女共同参画の推進

R3.3 R3年度～R12年度

伊万里市
第６次伊万里市総合計
画（後期基本計画）

第6節　自立と協働のまちづくり
施策26　男女協働参画社会の形成

R4.12 R5年度～R8年度

武雄市
第2期武雄市まち・ひと・
しごと創生総合戦略

基本目標①仕事を創出し、所得を上げる
基本目標②最高の子育て・教育環境をつくる
基本目標③生きがいと健康を実感できるまちをつくる
基本目標⑤災害に強く、安心して心豊かに暮らす環境をつ
くる

R2.3 R2年度～R6年度

鹿島市 第7次鹿島市総合計画

【第６章】　計画を推進するために
　１　みんなですすめるまちづくり
【施策の展開方向】
　個性と能力を発揮できる男女共同参画社会の実現

R3.3 R3年度～R7年度

小城市
第2次小城市総合計画
後期基本計画

政策５　高齢者・福祉
　　　　　みんなでささえあう　やさしいまち
　施策5-5　男女共同参画の推進

R3.12 R4年度～R7年度

嬉野市
第2次嬉野市総合計画
【後期基本計画】

第4部基本計画　分野別施策
６　「まちづくり体制」　２．男女共同参画

R4.3 R4年度～R7年度

神埼市
第2次神埼市総合計画
後期基本計画

基本理念4　“幸せ”高めるまちの基盤づくり
　基本方針11　市民と行政の協働のまちづくりをさらに進め
る
　　基本施策⑪-3　人権教育・啓発、男女共同参画の推進

R5.3 R5年度～R9年度

吉野ヶ里町
第2次吉野ヶ里町男女
共同参画基本計画

方針2　みんなでつくるまちづくり
1. 共生・協働の推進
(4) 男女共同参画の推進

R5.3 R5年度～R9年度

基山町 第5次基山町総合計画
５　協働+ｉｄｅａ
基山町のために結束できるまち
　(2)人権・男女共同参画

H28.3 H28年度～R7年度

上峰町 上峰まちづくりプラン
基本計画　第8章協働でつくる持続可能なまち
8-3　男女共同参画・女性活躍

R3.3 R3年度～R10年度

みやき町
第3次みやき町総合計
画

Ⅲ．実行計画
基本目標5　心豊かで多様性のあるまち
（3）人権・共生
基本施策02　男女共同参画社会の推進

R4.3 R4年度～R14年度

玄海町 第五次玄海町総合計画
基本目標７　協働分野　住民が参画するまち
　施策7-3　人権尊重・男女共同参の推進

H28.3 H28年度～R7年度

有田町
第2次有田町総合計画
（後期基本計画）

政策3
地域における男女共同参画の推進

R5.3 R5年度～R9年度

大町町 大町町第5次総合計画
基本目標５　　持続可能な地域づくり
　　　5-2.人権の尊重と男女共同参画社会の形成

R3.3 R3年度～R12年度

江北町
江北町　まちミライ創生
プラン

（四）誰もが自分らしく活躍できる持続的な基盤の整備
（イ）多様な価値観と生き方を認め合う共生社会の実現

R3.3 R3年度～R7年度

白石町 第3次白石町総合計画
第６章 参加と協働で築く町民主体のまち
　　　　　第２節 人権の尊重と男女共同参画の推進

R4.3 R34年度～R7年度

太良町 第5次太良町総合計画 基本計画５．地域のチカラ　３男女共同参画社会の推進 R2.3 R2年度～R9年度

令和6年4月1日現在
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４　市町における女性職員の管理職への登用状況

総数（人） うち女性（人） 女性比率 総数（人） うち女性（人） 女性比率

佐賀市 167 35 21.0% 137 26 19.0%

唐津市 129 17 13.2% 111 13 11.7%

鳥栖市 59 6 10.2% 59 6 10.2%

多久市 24 5 20.8% 22 5 22.7%

伊万里市 44 4 9.1% 38 3 7.9%

武雄市 65 13 20.0% 54 10 18.5%

鹿島市 33 5 15.2% 25 4 16.0%

小城市 46 7 15.2% 37 5 13.5%

嬉野市 32 9 28.1% 29 6 20.7%

神埼市 45 7 15.6% 41 6 14.6%

吉野ヶ里町 18 4 22.2% 15 2 13.3%

基山町 20 5 25.0% 20 5 25.0%

上峰町 12 4 33.3% 12 4 33.3%

みやき町 34 5 14.7% 30 3 10.0%

玄海町 11 3 27.3% 10 3 30.0%

有田町 23 5 21.7% 18 4 22.2%

大町町 11 1 9.1% 10 1 10.0%

江北町 9 1 11.1% 9 1 11.1%

白石町 20 2 10.0% 18 2 11.1%

太良町 13 1 7.7% 12 1 8.3%

計 815 139 17.1% 707 110 15.6%

　うち一般行政職

令和6年4月1日現在

市町名

　　　　　　　管理職員
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５　審議会・委員会等における女性の参画状況

市町名

うち
女性委員を

含む数

うち
女性
（人）

佐賀市 43% 令和7年度 49 47 1,275 574 45.0%

唐津市 50% 令和6年度 80 71 2,107 809 38.4%

鳥栖市 40% 令和14年度 54 49 752 281 37.4%

多久市 40% 令和9年度 55 39 572 217 37.9%

伊万里市 40% 令和9年度 55 52 915 311 34.0%

武雄市 40% 令和9年度 51 44 1,075 375 34.9%

鹿島市 40% 令和7年度 31 28 379 130 34.3%

小城市 36% 令和8年度 47 40 645 210 32.6%

嬉野市 40% 令和9年度 82 46 767 240 31.3%

神埼市 40% 令和6年度 49 39 739 181 24.5%

吉野ヶ里町 40% 令和7年度 20 16 167 45 26.9%

基山町 30% 令和12年度 35 28 349 111 31.8%

上峰町 30% 令和13年度 12 8 76 22 28.9%

みやき町 30% 令和8年度 24 18 258 44 17.1%

玄海町 30% 令和6年度 14 8 130 24 18.5%

有田町 35% 令和8年度 29 25 309 106 34.3%

大町町 40% 令和7年度 11 10 102 32 31.4%

江北町 30% 令和6年度 22 19 177 41 23.2%

白石町 40% 令和7年度 25 15 184 60 32.6%

太良町 40% 令和9年度 23 11 228 61 26.8%

計 768 613 11,206 3,874

31.1%

　審議会等委員への女性の登用目標の対象である審議会等

市町審議会等における女性委員の割合の平均

目
標
値

 目標年度 審議会等数 総委員数（人）
女性
比率

令和6年4月1日現在
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６　市町議会における女性議員の状況

令和6年12月21日現在

市町名 定数 欠員 女性議員数（人） 男性議員数 女性議員の割合

佐賀市 36 1 5 30 14.3%

唐津市 28 3 3 22 12.0%

鳥栖市 22 0 5 17 22.7%

多久市 15 0 2 13 13.3%

伊万里市 21 0 4 17 19.0%

武雄市 20 0 1 19 5.0%

鹿島市 16 0 2 14 12.5%

小城市 20 0 5 15 25.0%

嬉野市 16 0 4 12 25.0%

神埼市 18 0 2 16 11.1%

吉野ヶ里町 12 0 1 11 8.3%

基山町 13 0 5 8 38.5%

上峰町 10 0 0 10 0.0%

みやき町 16 0 1 15 6.3%

玄海町 10 0 0 10 0.0%

有田町 16 0 0 16 0.0%

大町町 8 0 1 7 12.5%

江北町 10 0 3 7 30.0%

白石町 16 0 2 14 12.5%

太良町 11 0 2 9 18.2%

計 334 4 48 282 14.5%
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男女共同参画社会基本法（平成１１年６月２３日法律第７８号）

目次

前文

第１章　総則（第１条－第１２条）

第２章　第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第１３条－第２０条）

第３章　男女共同参画審議会（第２１条－第２６条）

附　則

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現

に向けた様々な取組が、国際社会における取組みとも連動しつつ、着実に進められてきたが、

なお一層の努力が必要とされている。

　一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に

対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわ

りなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な

課題となっている。

　このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する

最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の推進を図っていくことが重要である。

　ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向性を示し、

将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組みを総合

的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

　　　第１章　総則

　（目的）

第１条　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊か

　で活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基

　本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共

　同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参

　画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

　（定義）

第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

　る。

　一　男女共同参画社会の形成　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって

　　社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

　　的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき

　　社会を形成することをいう。

　二　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

　　内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

Ⅴ　参考資料
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　（男女の人権の尊重）

第３条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が

　性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保さ

　れることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行わなければならない。

　（社会における制度又は慣行についての配慮）

第４条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による

　固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響

　を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることに

　かんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影

　響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。

　（政策等の立案及び決定への共同参画）

第５条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方

　公共団体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機

　会が確保されることを旨として、行わなければならない。

　（家庭生活における活動と他の活動の両立）

第６条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下

　に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役

　割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨と

　して、行われなければならない。

　（国際的協調）

第７条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有している

　ことにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。

　（国の責務）

第８条　国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念

　（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

　（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

　（地方公共団体の責務）

第９条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国

　の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、

　及び実施する責務を有する。

　（国民の責務）

第10条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念

　にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。

　（法制上の措置等）

第11条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上

　又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

　（年次報告等）

第12条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同

　参画社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。

２　政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようと

　する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国

　会に提出しなければならない。
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第２章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策

　（男女共同参画基本計画）

第13条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

　図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基

　本計画」という。）を定めなければならない。

２　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

　一　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱

　二　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ

　　計画的に推進するために必要な事項

３　内閣総理大臣は、男女共同参画審議会の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作

　成し、会議の決定を求めなければならない。

４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく男女共同参画

　基本計画を公表しなければならない。

５　前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。

　（都道府県男女共同参画計画等）

第14条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女

　共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共

　同参画計画」という。）を定めなければならない。

２　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

　一　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進

　に関する施策の大綱

　二　前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に

　関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

３　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町

　村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画

　（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるよう努めなければならない。

４　都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、

　又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

　（施策の策定等に当たっての配慮）

第15条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策

　を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならな

　い。

　（国民の理解を深めるための措置）

第16条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深め

　るよう適切な措置を講じなければならない。

　（苦情の処理等）

第17条 　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同

　参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措

　置及び性別による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって

　人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければなら

　ない。
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　（調査研究）

第18条　国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する

　調査研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を

　促進するように努めるものとする。

　（国際的協調のための措置）

第19条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国

　際機関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な

　推進を図るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

　（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）

第20条　国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民

　間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援する、情報の提供その

　他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

　　第３章　男女共同参画会議

　（設置）

第21条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。

　（所掌事務）

第22条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

　一　男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に規定する事項を処理すること。

　二　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画

　社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。

　三　前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは内閣総理大臣

　及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

　（組織）

第23条　会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。

　（議長）

第24条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。

２　議長は、会務を総理する。

　（議員）

第25条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。

　一　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

　二　男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任

　命する者

２　前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０分の５未満であってはなら

　ない。

３　第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の

　総数の１０分の４未満であってはならない。

４　第１項第２号の議員は、非常勤とする。
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　（議員の任期）

第26条　前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前

　任者の残任期間とする。

２　前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。

　（資料提出の要求等）

第27条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関

　の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必

　要な協力を求めることができる。

２　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定す

　る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

　（政令への委任）

第28条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必

　要な事項は、政令で定める。

　　　　附　則　（平成11年12月22日法律第160号）　抄
　（施行期日）

第１条　この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成13年１月６日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
（以下略）

第28条　この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員
その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員
の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
１から10まで　略
11　男女共同参画審議会
　（別に定める経過措置）

第30条　第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置
は、別に法律で定める。

第２条　男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、廃止する。
　（施行の日＝平成13年１月６日）
１　略

２　附則第10条第１項及び第５項、第14条第３項、第23条、第28条並びに第30条の規定　公布の
日
　（委員等の任期に関する経過措置）

第２条　男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、廃止する。

　　　　附　則　（平成11年７月16日法律第102号）　抄
　（施行期日）

第１条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成11年法律第88号）の施行の日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
　（男女共同参画審議会設置法の廃止）

　　　　附　則（平成11年６月23日法律第78号）抄
　（施行期日）

第28条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な
事項は、政令で定める。
（男女共同参画審議会設置法の廃止）
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佐賀県男女共同参画推進条例

　　平成１３年１０月９日公布

　　　　佐賀県条例第４２号

目次

前　文

第１章　総則（第１条－第７条）

第２章　男女共同参画の推進に関する基本的施策（第８条－第１７条）

第３章　佐賀県男女共同参画推進審議会（第１８条－第２３条）

第４章　雑則（第２４条）

附　則

　男女は、すべての人として平等であって、個人として尊重されなければならない。この理念に基

づき、佐賀県では、差別や偏見のない、お互い人権が尊重される社会の実現を目指し、さまざまな

取組を行ってきた。

　今日、少子高齢化など社会が急速に変化している中で、豊かで活力ある佐賀県を築いていくため

には、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく慣行など、男女の主体的で自由な活動の選

択を妨げる要因の解消を図り、性別にかかわりなく、個性や能力が十分に発揮できる社会を実現す

ることが、重要かつ緊急な課題となっている。

　こうした状況を踏まえ、ここに、男女が互いにその生き方を尊重し、共に責任を担う男女共同参

画社会の実現を目指し、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定する。

　　第１章

　（目的）

第１条　この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の

　責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策について基本となる事項等を定

　めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

　（定義）

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 （１） 男女共同参画　男女が社会の対等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分

　　野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び

　　文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

 （２） 積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内に

　　おいて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

　（基本理念）

第３条　男女共同参画は、男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差別的

　取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他男女の人

　権が尊重されることを旨として、推進されなければならない。
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２　男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担意識等に基づく制度又は慣行

　が、男女の主体的で自由な活動の選択を妨げないよう配慮されなければならない。

３　男女共同参画は、男女が、社会の対等な構成員として、県その他の団体における政策又は方針

　の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、推進されなければならな

　い。

４　男女共同参画は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の

　介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、職

　場、学校及び地域における活動その他の社会における活動を行うことができるようにすることを

　旨として、推進されなければならない。

５　男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることにか

　んがみ、男女共同参画は、国際的協調の下に、推進されなければならない。

　（県の責務）

第４条　県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参画

　の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画施策」という。）を総合的か

　つ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

２　県は、男女共同参画施策を推進するに当たっては、市町、県民及び事業者と連携し、及び協力

　して取り組むよう努めるものとする。

　（県民の責務）

第５条　県民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっ

　とり、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。

２　県民は、県が行う男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

　（事業者の責務）

第６条　事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画を推進するよう努め

　なければならない。

２　事業者は、県が行う男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

　（性別による権利侵害の禁止）

第７条　何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。

２　何人も、あらゆる場においてセクシュアル・ハラスメント（性的な言動により他人を不快

　にさせ、もってその者の生活環境を害することをいう。）を行ってはならない。

３　何人もあらゆる場において男女間における暴力的行為（身体的又は精神的な苦痛を与える行為

　をいう。）を行ってはならない。

第２章　男女共同参画の推進に関する基本的施策

　（県民等の理解を深めるための措置）

第８条　県は、男女共同参画に関する県民及び事業者の理解を深めるため、広報活動等を行うとと

　もに、学校教育、社会教育その他の教育において適切な措置を講ずるものとする。

　（事業者の報告）

第９条　知事は、男女共同参画を推進するために必要があると認めるときは、事業者に対しその事

　業活動における男女共同参画の状況について報告を求めることができる。

２　知事は、前項の報告により把握した男女共同参画の状況を取りまとめ、公表するものとする。
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　（表彰）

第10条　知事は、男女共同参画を積極的に推進する県民及び事業者を表彰することができる。

　（市町及び県民に対する支援）

第11条　県は、男女共同参画の推進に関し市町が実施する施策及び県民が行う活動を支援するため、

　情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

　（調査研究等）

第12条　県は、男女共同参画を推進するため、男女共同参画に関する情報の収集、分析及び調査研

　究を行うよう努めるものとする。

　（相談の処理等）

第13条　知事は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する要因による男女の人権

　の侵害に関し県民から相談の申出があった場合は、適切に処理するものとする。

２　知事は、県が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策に

　ついて、県民又は事業者から意見の申出があった場合は、必要な措置を講ずるものとする。

３　前項の場合において、知事は、必要があると認められるときは、佐賀県男女共同参画推進審議

　会の意見を聴くものとする。

　（男女共同参画推進員の設置）

第14条　知事は、前条に規定する相談の申出及び意見の申出の受付等並びに男女共同参画に関する

　啓発活動を行わせるため、男女共同参画推進員を置くことができる。

　（推進体制の整備等）

第15条　県は、男女共同参画施策を推進するため、県の推進体制を整備するとともに、市町、県民

　及び事業者との連携を図るものとする。

２　県は、男女共同参画施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

　（附属機関等における積極的改善措置）

第16条　県は、その設置する附属機関等の委員の任命等について、積極的改善措置を講ずることに

　より、できる限り男女の均衡を図るように努めるものとする。

　（年次報告）

第17条　知事は、男女共同参画の状況、男女共同参画施策の実施状況等について、年次報告を作成

　し、公表するものとする。

　　第３章　佐賀県男女共同参画推進審議会

　（設置）

第18条　男女共同参画施策について調査審議するため、佐賀県男女共同参画推進審議会（以下「審

　議会」という。）を置く。

　（組織）

第19条　審議会は、知事が委嘱する委員２０人以内で組織する。

２　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３　男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の１０分の４未満であってはならない。
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　（会長）

第20条　審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

２　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３　会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

　（会議）

第21条　審議会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその会議の議長となる。

２　審議会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

３　審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

　よる。

４　審議会は、必要があると認めるときは、関係県職員又は学識経験者のある者の出席を求め、そ

　の意見を聴くことができる。

　（幹事）

第22条　審議会に、審議会の会務について委員を補佐させるため、幹事若干人を置く。

２　幹事は、関係県職員のうちから知事が任命する。

　（庶務）

第23条　審議会の庶務は、佐賀県健康福祉部において処理する。

　　　　第４章　雑則

　（委任）

第24条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

　　　　附　則

　（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３章及び次項の規定は、平成14年６月１日か

　ら施行する。

　（佐賀県男女共同参画推進審議会条例の廃止）

２　佐賀県男女共同参画推進審議会条例（平成２年佐賀県条例第14条）は、廃止する。

　　　　附　則（平成16年条例第2号）

　（施行期日）

１　この条例は、平成16年4月1日から施行する。

　　　　附　則（平成17年条例第74号）

　　　　附　則（平成28年条例第9号）抄

　（施行期日）

１　この条例は、平成28年4月1日から施行する。

　この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第
45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第
63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
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任期：令和5年3月27日～令和7年3月26日

氏     名 所属

1 吉田
ヨシダ

　一穂
カズホ

佐賀県弁護士会

2 辻村
ツジムラ

　圭介
ケイスケ

株式会社佐賀新聞社　編集局　デジタル報道部長

3 真子
マナゴ

　真波
マナミ

佐賀県小中学校校長会幹事

4 寺野
テラノ

　幸子
サチコ

特定非営利活動法人　poco a bocco　理事長

5 石橋
イシバシ

　裕子
ユウコ 特定非営利活動法人

佐賀県放課後児童クラブ連絡会　理事長

6 蒲原
カモハラ

　恵子
ケイコ

ひとひとネット武雄　相談員

7 美川
ミカワ

　優子
ユウコ

佐賀県医師会　常務理事

8 市丸
イチマル

　初美
ハツミ

佐賀県農業士会　副会長

9 井手
イデ

　真喜子
マキコ

佐賀県商工会議所連合会

10 橋本
ハシモト

　克成
カナナリ

株式会社佐賀銀行　人事企画部主任調査役

11 久米
クメ

　幸子
ユキコ

一般財団法人佐賀県母子寡婦福祉連合会　理事長

12 副島　泉
ソエジマ　イズミ

特定社会保険労務士、中小企業診断士

13 福島
フクシマ

　裕
ヒロ

充
ミツ

西日本総合コンサルタント株式会社　代表取締役

14 山﨑
ヤマザキ

　裕介
ユウスケ

日本労働組合総連合会佐賀県連合会　副会長

15 久富
ヒサドミ

　保
タモツ

佐賀労働局　　雇用環境・均等室　雇用環境改善・均等推進監理官

16 内田
ウチダ

　信子
ノブコ

学校法人旭学園　理事長

17 城戸
キド

　瑞穂
ミズホ

佐賀大学　医学部　教授

18 江口
エグチ

　周平
シュウヘイ

佐賀県行政書士会

19 吉丸　雅子
ヨシマル　マサコ

公募委員

20 馬場
ババ

　義之
ヨシユキ

公募委員

※50音順　敬称略

佐賀県男女共同参画推進審議会委員名簿（令和7年1月現在）
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重点目標（1） 男女共同参画について男女双方の意識の形成

重点目標（2） 幼少期からの男女共同参画について男女双方の意識の形成

重点目標（3） 男女間のあらゆる暴力の根絶

重点目標（4） 生涯を通じた男女の健康支援

重点目標（5） 生活に困難を抱えたあらゆる人が安心して暮らせる支援と

　　　　　　　　　多様性を尊重する環境の整備

重点目標（6） 防災・復興における男女共同参画の推進

重点目標（7） 女性の活躍推進と男性の意識改革・行動変革

重点目標（8） 政策・方針決定過程への女性の参画の推進

重点目標（9） 仕事と家庭・地域生活が両立する環境づくり

　（基本方向１） 男女共同参画推進の基盤づくり

　（基本方向３）女性が活躍し、男女がともに参画する社会づくり

　（基本方向２） 安全・安心に暮らすことができる社会づくり

第５次佐賀県男女共同参画基本計画体系表

基本方向体系図
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現状

令和元年度

1-（1）
1-（2）

34.3% 30％未満

乳がん
44.7%

※R4年度
乳がん

50%

子宮頸がん
43.3%

※R4年度
子宮頸がん

50%

2-（5） 75人
※R4年度

120人

3-（7） 10.1%
※R4年度

15%

3-（8） 29.1% 30%以上

3-（9） 24人 0人

3-（9） 48.6% 70%

性別によって役割を固定する考え方に同意する
県民の割合

2-（3）

年次有給休暇の取得率

（男女参画・女性の活躍推進課）

（男女参画・女性の活躍推進課）

13市町 20市町

（健康増進課）

市町における相談窓口（女性相談窓口）の設置数

2-（4） 女性のがん検診受診率

（産業人材課）

（こども家庭課）

基本
方向

令和７年度
までの

数値目標

数値目標名
　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当課）

民間企業の管理職（課長相当職以上）に占める女
性の割合

県事業によるひとり親家庭の就職者数

（男女参画・女性の活躍推進課）

（男女参画・女性の活躍推進課）

（こども未来課）

保育所等待機児童数

市町の審議会等における女性委員の割合の平均

数値目標
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世界の動き 日本の動き 佐賀県の動き

１９４５年
（S２０）

国際連合誕生

１９４６年
（S２１）

婦人の地位委員会発足 史上初の婦人参政権確立日本国憲
法公布

１９５３年
（S２８）

婦人問題対策審議会設置

１９６７年
（S４２）

婦人に対する差別撤廃宣言採択

１９７２年
（S４７）

１９７５年を国際婦人年とすること
を宣言

１９７５年
（S５０）

国際婦人年（目標：平等、開発、平
和）
国際婦人年世界会議(メキシコシ
ティ)
「世界行動計画」採択

婦人問題企画推進本部設置
総理府婦人問題担当室業務開始
「育児休業法」成立（昭和51年施
行）

唐津市に「働く婦人の家」設置

１９７６年
（S５１）

「国際婦人の十年始まる」（１９８
５年まで）

「民法等の一部を改正する法律」
（離婚後復氏制度）の施行

１９７７年
（S５２）

「国内行動計画」策定
国立婦人教育会館（現国立女性教
育会館）開館

長期総合計画に婦人に関する施策の
推進を盛り込む

１９７８年
（S５３）

婦人の地位を高める県民大会開催

１９７９年
（S５４）

国連第３４回総会「女子差別撤廃条
約」採択

有明町に「農村婦人の家」設置
国連婦人の十年推進県民大会開催

１９８０年
（S５５）

「国連婦人の十年」中間年世界会議
（コペンハーゲン）
「国連婦人の十年後半期行動プログ
ラム」採択

女子差別撤廃条約署名
配偶者の相続分アップを内容とす
る改正民法成立

伊万里市に「農村婦人の家」設置
県福祉生活部に青少年婦人課設置
国連婦人の十年推進県民大会開催

１９８１年
（S５６）

「国内行動計画後期重点目標」発
表

牛津町に「農村婦人の家」設置

１９８２年
（S５７）

内職相談センターが婦人就業援助セ
ンターとなる８０年代佐賀県総合計
画に婦人に関する施策の推進を盛り
込む

１９８３年
（S５８）

上峰町に「農村婦人の家」設置

１９８４年
（S５９）

「国連婦人の十年」の成果を検討し
評価するための世界会議（ナイロ
ビ）のためのエスキャップ地域政府
間準備会議（東京）

アジア・太平洋地域婦人国際シン
ポジウム開催
父母両系主義の立場をとる改正国
籍法成立（昭和６０年施行）

婦人の生活実態と意識に関する調査
を実施
広報誌「さがの女性」発刊

１９８５年
（S６０）

「国連婦人の十年」最終年
ナイロビ世界会議（西暦２０００年
に向けての）「婦人の地位向上のた
めのナイロビ将来戦略」採択

生活保護基準額の男女差解消女性
の年金権の確立（国民年金法改正
／昭和６１年施行）
「男女雇用機会均等法」公布（昭
和６１年施行）
「女子差別撤廃条約」批准

「婦人問題対策の推進方策」策定
中原町に「働く婦人の家」設置
国連婦人の十年最終年記念県大会開
催
婦人海外派遣「婦人の翼」開始

１９８６年
（S６１）

婦人問題企画推進本部拡充：構成
を全省庁に拡大、任務も拡充
婦人問題企画推進有識者会議開催

県婦人団体連絡協議会設置
鹿島市に「農村婦人の家」設置

１９８７年
（S６２）

「西暦２０００年に向けての新国
内行動計画」策定

１９８８年
（S６３）

青少年婦人課に婦人係設置
佐賀県長期構想に男女共同参加の社
会づくりを盛り込む

男女共同参画の推進のあゆみ（年表）
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世界の動き 日本の動き 佐賀県の動き

１９８９年
（H元）

西有田町に「働く婦人の家」設置
女性の生活と意識に関する実態調査
を実施

１９９０年
（Ｈ２）

国連経済社会理事会
「婦人の地位向上のためのナイロビ
将来戦略に関する第１回見直しと評
価に伴う勧告及び結論」採択

「西暦２０００年に向けての新国
内行動計画」の見直し方針決定

「さが女性プラン２１」策定
婦人問題対策審議会が女性問題審議
会となる

１９９１年
（Ｈ３）

「西暦２０００年に向けての新国
内行動計画（第１次改定）」策定

男女共同参加の社会をつくるための
県民意識調査を実施

１９９２年
（Ｈ４）

環境と開発に関する国連会議（地球
サミット／リオデジャネイロ）
「アジェンダ２１」採択

「育児休業等に関する法律」施行
「育児休業等に関するガイドライ
ン」策定

児童青少年課に女性企画室を設置

１９９３年
（Ｈ５）

国連世界人権会議（ウィーン）
国連総会「女性に対する暴力の撤廃
に関する宣言」採択

第４回世界女性会議日本国内委員
会設置「短時間労働者の雇用管理
の改善等に関する法律」施行

佐賀県女性行政推進会議設置
「ふれ愛の翼」派遣開始
佐賀県新総合計画策定

１９９４年
（Ｈ６）

「開発と女性」に関する第２回アジ
ア・太平洋大臣会議」(ジャカルタ)

男女共同参画室、男女共同参画審
議会、男女共同参画推進本部設置

１９９５年
（Ｈ７）

第４回世界女性会議（北京）
「北京宣言及び行動綱領」採択

「育児休業法」改正（介護休業制
度の法制化）

佐賀県立女性センター(アバンセ)
オープン（３月）
女性問題審議会に「さが女性プラン
２１」改定について諮問

１９９６年
（Ｈ８）

「男女共同参画ビジョン」答申
「男女共同参画2000年プラン」策
定

「さが女性プラン２１（改訂版）」
策定（２月）
県民生活課に女性企画室を設置

１９９７年
（Ｈ９）

男女共同参画審議会設置（法律）
「男女雇用機会均等法」改正
「介護保険法」公布
女性国会開催(参議院50周年記念）

男女共同参画社会づくりのための県
民意識調査を実施
日韓海峡沿岸地域振興団体(女性団
体)交流支援事業開始(～平成12年)

１９９８年
（Ｈ１０）

男女共同参画審議会から「男女共
同参画社会基本法－男女共同参画
社会を形成するための基礎的条件
づくり－」を答申

１９９９年
（Ｈ１１）

エスカップハイレベル政府間会議
（バンコク）

改正育児・介護休業法施行
改正男女雇用機会均等法施行
「男女共同参画社会基本法」公
布、施行
「食料・農業・農村基本法」公
布・施行(女性の参画の促進を規
定)
男女共同参画審議会から「女性に
対する暴力のない社会を目指し
て」答申

女性企画室が男女共同参画室となる
女性問題審議会が男女共同参画推進
審議会となる
女性行政推進会議が男女共同参画推
進会議となる

２０００年
（Ｈ１２）

国連特別総会「女性2000年会議」
（ニューヨーク）

「ストーカー規制法」成立
「男女共同参画基本計画」策定
男女共同参画推進本部「男女共同
参画週間について」決定

男女共同参画推進審議会に「男女共
同参画社会の形成の促進に関する施
策の基本的な方向」について諮問

9795



世界の動き 日本の動き 佐賀県の動き

２００１年
（Ｈ１３）

内閣府に男女共同参画局、男女共
同参画会議設置
「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律」施行
男女共同参画推進本部「女性国家
公務員の採用･登用等の促進につい
て」
「女性に対する暴力をなくす運
動」について決定
第１回男女共同参画週間閣議決定
「仕事と子育ての両立支援策の方
針について」

「佐賀県男女共同参画基本計画」策
定男女共同参画室から男女共同参画
課となる
「佐賀県男女共同参画推進条例」施
行

２００２年
（Ｈ１４）

アフガニスタンの女性支援に関す
る懇談会開催

「佐賀県男女共同参画推進員」を設
置
佐賀県立女性センターを「配偶者暴
力相談支援センター」に位置付ける
「佐賀アジア女性フォーラム」開催

２００３年
（Ｈ１５）

国連女子差別撤廃委員会第29会期に
おいて、日本の第4、5回女子差別撤
廃条約実施状況報告を審議

男女共同参画会議「女性のチャレ
ンジ支援策」決定
「次世代育成支援対策推進法」公
布、一部施行

２００４年
（Ｈ１６）

「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律」改正

「佐賀県ＤＶ総合対策会議」及び
「佐賀県ＤＶ総合対策センター」を
設置

２００５年
（Ｈ１７）

第４９回国連婦人の地位委員会、通
称「北京＋１０」を開催（ニュー
ヨーク）

「男女共同参画基本計画」改定 「佐賀県男女共同参画推進連携会
議」を創設

２００６年
（Ｈ１８）

「佐賀県男女共同参画基本計画」を
改定
「佐賀県ＤＶ被害者支援基本計画」
を策定

２００７年
（Ｈ１９）

「男女雇用機会均等法」（H18.6改
正）施行

「２００７男女共同参画フォーラム
ｉｎさが」開催
「佐賀県職員男女共同参画推進基本
計画」を策定

２００８年
（Ｈ２０）

女子差別撤廃条約実施状況第６回報
告提出

「女性の参画加速プログラム」男
女共同参画推進本部決定
「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律」一部改
正、施行

２００９年
（Ｈ２１）

女子差別撤廃条約実施状況第６回報
告に対する女子差別撤廃委員会の最
終見解公表

「育児・介護休業法」改正 「佐賀県ＤＶ被害者支援基本計画」
を改定
「男女共同参画社会づくりのための
佐賀県民意識調査」を実施

２０１０年
（Ｈ２２）

第５４回国連婦人の地位委員会
(「北京+１５」)を開催（ニュー
ヨーク）
UN Women（ジェンダー平等と女性の
エンパワーメントのための国連機
関）の発足が決定
日本で初めてＡＰＥＣ女性リーダー
ズネットワーク（ＷＬＮ）会合を開
催

「育児・介護休業法」（H21.6改
正）原則施行
「第３次男女共同参画基本計画」
策定

「男女共同参画社会づくりのための
佐賀県民意識調査」の結果を公表

２０１１年
（Ｈ２３）

「APEC女性と経済サミット」を開催
（サンフランシスコ）

配偶者からの暴力や性暴力の被害
者を対象とした電話相談「パープ
ルダイヤル－性暴力・ＤＶ相談電
話－」開設

「佐賀県男女共同参画基本計画
（2011-2015）」を策定
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２０１２年
（Ｈ２４）

「APEC女性と経済フォーラム」を開
催（サンクトペテルブルク）

「女性の活躍促進による経済活性
化」行動計画（働く「なでしこ」
大作戦）決定

性暴力被害者支援モデル事業を開始

２０１３年
（Ｈ２５）

「APEC女性と経済フォーラム」を開
催（バリ）

「なでしこ銘柄」の選定
日本再興戦略で「女性の活躍」を
推進
「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律」の改正

「佐賀県職員男女共同参画推進基本
計画（2013-2016）」を策定

２０１４年
（Ｈ２６）

「APEC女性と経済フォーラム」を開
催（北京）

“女性の活躍「見える化」サイ
ト”を開設
すべての女性が輝く社会づくり本
部を設置

「佐賀県ＤＶ被害者支援基本計画」
を策定
「輝く女性応援会議in佐賀」を開催
「男女共同参画社会づくりのための
佐賀県民意識調査」を実施

２０１５年
（Ｈ２７）

第５９回国連婦人の地位委員会、通
称「北京＋２０」を開催（ニュー
ヨーク）

「APEC女性と経済フォーラム」を開
催（マニラ）

「第４次男女共同参画基本計画」
策定

女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律（女性活躍推進
法）の公布・施行

「女性の大活躍推進佐賀県会議」と
の共催にて、「女性の大活躍推進
フォーラム」を開催

「佐賀県イキメン講座　キックオフ
フォーラム」を開催

２０１６年
（Ｈ２８）

「APEC女性と経済フォーラム」を開
催（リマ）

厚生労働省が「女性の活躍推進企
業データベース」を開設

「女性の活躍推進に向けた公共調
達及び補助金の活用に関する取組
指針」を決定

「男女雇用機会均等法」「育児・
介護休業法」改正

「第４次佐賀県男女共同参画基本計
画」を策定

２０１７年
（Ｈ２９）

「APEC女性と経済フォーラム」を開
催（ベトナム・フエ）

「働き方改革実行計画」を決定

刑法の一部改正法が施行（強姦罪
の構成要件及び法定刑の見直し
等）

「改正男女雇用機会均等法」「改
正育児・介護休業法」（H28.3改
正）施行

「女性に対する暴力をなくす運動」
にあわせ、佐賀県庁旧館及び県立男
女共同参画センター・県立生涯学習
センター（アバンセ）のパープル・
ライトアップを実施

２０１８年
（Ｈ３０）

「APEC女性と経済フォーラム」を開
催（パプアニューギニア・ポートモ
レスビー）

「政治分野における男女共同参画
の推進に関する法律」の公布・施
行

「女性活躍加速のための重点方針
2019」の策定

２０１９年
（Ｈ３１
　/Ｒ元）

「APEC女性と経済フォーラム」を開
催（チリ・ラ・セレナ）

「働き方改革関連法」施行

「女性活躍推進法」の改正・施行

「佐賀県DV防止・被害者等支援基本
計画　（第４次計画）」を策定

佐賀県版父子手帳「SAGA　PAPA
POCKET　BOOK（サガパパポケット
ブック）」の作成

「イクボス照会冊子」の作成

２０２０年
（Ｒ２）

「APEC女性と経済フォーラム」をオ
ンラインにて開催（マレーシア）

ＤＶ相談プラスの開始

性犯罪・性暴力被害者のためのワ
ンストップ支援センター全国共通
短縮番号の導入

「第５次男女共同参画基本計画」
策定

「男女共同参画社会づくりのための
佐賀県民意識調査結果」を公表

佐賀県知事との「PAPAシンポジウ
ム」をオンラインにて開催
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２０２１年
（Ｒ３）

「APEC女性と経済フォーラム」をオ
ンラインにて開催

「育児・介護休業法」改正

「女性活躍・男女共同参画の重点
方針」（女性版骨太の方針）の策
定に向けた議論を開始

「第５次佐賀県男女共同参画基本計
画」を策定

「佐賀県版両親学級」を開催

２０２２年
（Ｒ４）

第66回国連女性の地位委員会を開催
（ニューヨーク）

G７サミットを開催（エルマウ）

「困難な問題を抱える女性への支
援に関する法律」成立

「ＡＶ出演被害防止・救済法」成
立・施行

「改正介護・育児休業法」一部施
行

「輝く女性のための交流会2022」を
開催

２０２３年
（Ｒ５）

G7サミットを開催（広島県）

APEC女性と経済フォーラムを開催
（シアトル）

G20女性活躍担当大臣会合を開催
（インディナガル）

「配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護に関する法律の一部を
改正する法律」成立

「刑法及び刑事訴訟法の一部を改
正する法律」及び「性的な姿態を
撮影する行為等の処罰及び押収物
に記録された性的な姿態の映像に
係る電磁的記録の消去等に関する
法律」成立。

第５次男女共同参画基本計画の一
部変更について閣議決定

SAGA PAPA POCKETBOOK「パパのため
の育休ガイドブック」を作成

２０２４年
（Ｒ６）

APEC女性と経済フォーラムを開催
（ペルー）

G20男女共同参画担当大臣会合を開
催（マテーラ）

「育児・介護休業法」改正

「子ども・子育て支援法」改正

「佐賀県ＤＶ防止・被害者等支援基
本計画（第５次計画）」を策定
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